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≪審議事項≫  

第１号議案 

 

ＳＡＧＡ２０２４実行委員会各種方針等の改正（案）について 

 

令和３年（２０２１年）１０月１日付けで、公益財団法人日本障が

い者スポーツ協会が、公益財団法人日本パラスポーツ協会に名称を

変更したことに伴い、下記の方針等の規定中「公益財団法人日本障が

い者スポーツ協会」を「公益財団法人日本パラスポーツ協会」に、「日

障スポ協」を「日パラ協」に改める。 

 

記 

 

番号 方針等の名称 

1 ＳＡＧＡ２０２４県及び市町の業務分担・経費負担の細目 

2 ＳＡＧＡ２０２４競技運営基本方針 

3 ＳＡＧＡ２０２４競技用具整備基本方針 

4 
ＳＡＧＡ２０２４公開競技・デモンストレーションスポー
ツ・オープン競技実施基本方針 
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　１　県及び会場地市町の業務分担の細目は、国民スポーツ大会については別表１のとおり、
　　全国障害者スポーツ大会については別表２のとおりとする。

　２　県及び会場地市町の経費負担の細目は、それぞれ業務分担の細目による業務に必要な
　　経費とする。

　３　この細目に定めのない事項で必要なものについては、県と会場地市町が協議の上、
　　別に定める。

ＳＡＧＡ２０２４
県及び会場地市町の業務分担・経費負担の細目（案）

　　ＳＡＧＡ２０２４県及び会場地市町の所掌事務・経費負担基本方針に基づき、ＳＡＧＡ
　２０２４に係る業務分担・経費負担の細目を、次のとおり定める。
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別表１

項　　　　　目

総 合 計 画

２　会場地市町実行委員会事務局の運営

実 施 本 部

大 会 役 員 等

招待者・視察員

参 加 章 等

服 飾

開 催 申 請

各 種 全 国 会 議

自 衛 隊 協 力
要 請 等

１　自衛隊協力要請計画の作成 １　自衛隊協力に対する業務計画の作成

１　開催申請書の作成及び提出 １　開催申請書の作成協力

１　全国代表者会議及び総監督会議の開催 １　競技別監督会議の開催

２　全国輸送宿泊会議の開催

２　参加章、記念章、視察員章及び報道員章の
　作成並びに配布

２　自衛隊との協議及び協力協定の締結 ２　競技会の自衛隊協力の受け入れ

３　自衛隊協力に対する業務計画作成の指導

３　全国報道員・写真記者会議等の開催

準 備 概 要 ・
報 告 書 等

１　県準備概要の作成及び配布 １　大会報告書の作成資料提出及び協力

２　大会報告書の作成及び配布 ２　競技会報告書の作成及び配布

１　大会役員、大会係員、大会補助員及び報道
　員の服飾の作製並びに配布

１　競技会役員、競技会係員及び競技会補助員
　の服飾の作製並びに配布

２　競技会役員、競技会係員、競技会補助員、
　競技役員及び競技補助員の服飾の作製及び
　配布

２　競技役員及び競技補助員の服飾の作製及び
　配布

１　大会招待者、競技会招待者の範囲の決定 １　競技会招待者の範囲案の作成

３　大会役員、大会係員及び大会補助員の委嘱
　状、案内状、礼状等の作成並びに配布

４　大会招待者の招待及び接遇 ４　競技会招待者の招待及び接遇

１　参加章、記念章の意匠決定並びに取扱要領
　の作成

１　競技会関係者に対する参加章等の配布

２　競技会記念章等の作成及び配布

２　大会招待者名簿の作成 ２　競技会招待者名簿の作成

３　招待券、視察員証の作成及び発行 ３　会場地市町関係招待券の配布

１　大会役員及び競技会役員の編成基準の作成

２　大会役員、大会係員及び大会補助員の編成
　並びに委嘱

３　関係会場地市町との連絡調整

関係機関・団体
等に対する協力
要 請

１　関係機関・団体等に対する協力要請計画の
　策定及び連絡調整

１　会場地市町における関係機関・団体等の
　協力に係る連絡調整

４　大会係員必携の作成及び配布

１　文部科学省、日本スポーツ協会、中央競技
　団体等との連絡調整

１　関係中央競技団体との連絡調整

２　関係中央競技団体正規視察に対する資料作成
　及び対応２　中央競技団体正規視察の連絡調整

３　文部科学省、日本スポーツ協会総合視察の
　連絡調整

３　文部科学省、日本スポーツ協会総合視察に
　対する資料作成及び対応

２　関係機関・団体等への協力要請
２　会場地市町における関係機関・ 団体等へ
　の協力要請

文部科学省、
日本スポーツ協
会、中央競技団体
等との連絡調整

１　総務関係
県 会　場　地　市　町

１　競技会役員の編成及び委嘱

２　競技会役員の委嘱状、案内状、礼状等の作成
　及び配布

１　大会実施本部の設置及び運営 １　競技会実施本部の設置及び運営

１　開催準備総合計画の策定 １　会場地市町における開催準備推進計画の策定

実 行
委 員 会

１　県実行委員会の設置及び運営 １　会場地市町実行委員会の設置及び
　運営２　県実行委員会事務局の運営

県内関係機関・
団 体 等 と の
連 絡 調 整

１　市町との連絡調整 １　県との連絡調整

２　県体育協会及び県内競技団体との連絡調整 ２　関係県内競技団体、市町体育協会等との連絡
　調整

４　日本スポーツ協会に対する承認事項の協議
　及び報告事項の調整
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２　財務関係
項　　　　　目

予 算 編 成 等

入場料・入場券

プログラム販売

資 料 袋

売 店

標 章 等

３　施設関係
項　　　　　目

施 設 整 備 計 画

施 設 整 備

道 路 等

駐 車 場

施 設 概 要

１　開・閉会式のための駐車場の確保 １　競技会のための駐車場の確保

１　施設概要の作成及び配布 １　施設概要の作成資料の提供

３　開・閉会式会場の仮設施設の整備

１　県が管理する関連道路等の整備 １　市町が管理する関連道路等の整備

１　県有競技会場、練習会場の整備 １　市町有競技会場、練習会場の整備

２　市町有競技会場施設、練習会場施設の整
　備に対する指導

２　競技会場、練習会場の仮設施設の整備

１　県有競技会場施設、練習会場施設の整備
　計画の策定

１　市町有競技会場施設、練習会場施設の整備
　計画の策定

２　開・閉会式会場施設整備計画の策定

２　開・閉会式場地内の売店の設置指導及び
　規制

１　資料袋の作成及び配布 １　資料袋の配布協力

２　会場地市町における資料袋の作成及び配布

県 　会　場　地　市　町

１　標章等の使用規程の作成 １　標章等の使用許可申請の指導

２　標章等の使用許可申請の受付及び許可

３　競技会入場券販売の協力 ３　開・閉会式入場券販売の協力

１　総合プログラムの販売 １　競技別プログラムの販売

１　開・閉会式及び競技会入場料金の決定 １　競技会入場料金案の作成

２　開・閉会式入場券の作成及び販売 ２　競技会入場券の作成及び販売

１　売店設置要項の作成 １　競技会場地内の売店の設置指導及び規制

２　大会開催に関する予算編成の協力

募 金 ・
企 業 協 賛

１　募金・企業協賛の計画策定及び推進 １　県が実施する募金・企業協賛への協力

２　募金・企業協賛推進委員会の設置及び運営

県 会　場　地　市　町

１　大会関係予算の編成、執行及び決算 １　会場地市町における予算の編成、執行及び
　決算２　大会開催に関する予算の編成及び決算
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４　競技関係
項　　　　　目

大会実施要項等

競 技 運 営

競 技 役 員 等

参 加 申 込

プ ロ グ ラ ム

競 技 記 録

総 合 成 績

表 彰 状 等

競 技 用 具 等

リハーサル大会

文化プログラム

２　文化プログラム実施事業の選定 ２　会場地市町における文化プログラム事業の

３　県における文化プログラム事業の企画及び実施 　企画及び実施

４　パンフレット等広報物の作成及び配布

１　文化プログラム実施基本方針の決定及び計画
　の策定

１　会場地市町における文化プログラム実施計画
　の策定

デモンストレー
ションスポーツ

１　デモンストレーションスポーツ実施基本方針
　の決定

１　デモンストレーションスポーツ実施計画の策
　定及びデモンストレーションスポーツの実施

２　デモンストレーションスポーツ会場地市町の
　選定

３　デモンストレーションスポーツ実施申請書の
　提出（文部科学省・日本スポーツ協会）

４　県有施設における競技用具の整備

１　競技別リハーサル大会開催基本計画の策定 １　競技別リハーサル大会実施計画の策定

２　競技別リハーサル大会運営に関する指導 ２　競技別リハーサル大会の実施

２　会場地市町競技用具整備基本方針の決定
　及び計画策定に関する指導

２　競技用具現況調査に関する協力

３　会場地市町有施設の競技用具の整備

３　競技用具の規格、数量調査及び現有調査の
　実施

４　競技会場及び練習会場となる施設における
　競技用消耗品、運営用備品及び運営用消耗
　品の整備

１　競技用具整備基本方針の決定及び計画の
　策定

１　会場地市町競技用具整備基本方針の決定
　及び計画の策定

２　競技別成績計算係員及び補助員の養成

１　総合成績に係る表彰状の作成及び交付 １　競技別表彰状、賞状の交付

２　競技別表彰状、賞状の作成及び配布

５　記録係員必携の作成指導 ４　記録係員必携の作成

１　総合成績の得点計算及び順位決定 １　競技別成績の得点計算及び順位決定並びに
　記録本部への報告２　総合成績計算係員及び補助員の養成

２　競技記録の収集速報計画の策定 ２　競技別記録の収集及び速報

３　競技記録の収集、整理及び発表 ３　会場地市町における記録係員、補助員編成
　及び養成４　記録本部員、補助員の編成及び養成

４　競技別プログラムの作成に関する指導

１　競技記録本部の設置及び運営 １　競技記録本部への送信体制の整備

２　総合プログラムの作成及び配布

３　競技別日程表及び各競技組合せ一覧表の作
　成及び配布

３　競技役員及び競技補助員の養成及び編成

４　競技役員等必携の作成に関する指導 ４　競技補助員、競技会係員及び競技会補助員
　の委嘱状、案内状、礼状等の作成５　県外競技役員数の決定及び旅費基準の作成

２　競技役員等の養成及び編成計画の策定 ３　競技会係員及び競技会補助員の養成及び
　編成

１　総合プログラム・競技別プログラム編成方針
　の決定

１　競技別プログラムの作成及び配布

６　県外競技に係る競技役員等の委嘱 ５　競技役員等必携の作成及び配布

１　参加申込書の作成及び配布 １　競技別参加申込書の受付整理及び県との連
　絡調整２　参加申込書の受付、整理及び会場地市町

　との連絡調整

２　競技運営の総括、連絡調整及び指導

１　競技役員等の編成基本方針及び養成基本
　方針の決定

１　競技役員及び競技補助員の編成原案の作成

２　競技別実施要領の作成指導

１　競技運営基本方針の決定 １　競技会の運営

県 会　場　地　市　町

１　大会実施要項の作成及び配布 １　競技別実施要領の作成及び配布

２　競技役員及び競技補助員の養成への協力
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５　広報関係
項　　　　　目

広 報 活 動

報 道 対 策

記 録 映 像 等

６　県民運動関係
項　　　　　目

県 民 運 動 １　県民運動基本方針の決定及び推進計画の策定

２　全県的な県民運動の推進

３　県民運動推進に向けた各種媒体物の作成及び

ボ ラ ン テ ィ ア

２　競技会場におけるボランティアへの指示

県 会　場　地　市　町

１　会場地市町における県民運動推進計画の
　策定

３　記録写真集作成の協力

１　開・閉会式ボランティアの募集・養成・
　登録・配置

１　競技会ボランティアの募集・養成・登録・
　配置

２　開・閉会式におけるボランティアへの指示

４　県民運動推進団体の育成指導

４　会場地市町における県民運動推進団体の
　育成指導

２　会場地市町における県民運動の推進

　配布 ３　会場地市町における県民運動推進に向けた
　各種媒体物の作成及び配布

開 催 決 定
記 念 行 事

１　県記念行事の実施 １　会場地市町における記念行事の実施

１　公式記録ビデオ等の企画及び制作 １　競技等記録ビデオの撮影の協力

２　大会記録写真の撮影及び記録写真集の発行 ２　競技等記録写真の撮影

３　プレスガイドブックの作成及び配布

４　航空規制計画の策定及び実施

１　報道機関との連絡調整 １　会場地市町における報道機関との連絡調整

２　開・閉会式等における報道機関の取材活動
　に対する協力

２　会場地市町における取材活動に対する協力

５　新聞、テレビ、ラジオ等による広告の実施 ５　イメージソング等の普及

６　イメージソング等の制定及び普及

４　会場地市町における各種宣伝工作物の設置
　及び管理４　広告塔等宣伝工作物の設置及び管理

１　広報基本方針の決定及び計画の策定 １　会場地市町広報計画の策定

２　大会愛称、スローガン、マスコット等の決定
　及び普及

２　県発行各種広報媒体物の配布協力

３　会場地市町における各種広報媒体物の作成
　及び配布３　広報ポスター、各種ガイドブック、国体だよ

　り等各種広報媒体物の作成及び配布
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７　宿泊関係
項　　　　　目

宿泊・配宿計画

宿 泊 指 導 等

民 泊

物 資 調 達

標 準 献 立

弁 当

宿 泊 申 込

８　医事・衛生関係

項　　　　　目

医 事 衛 生

医 療 救 護

食 品 衛 生

環 境 衛 生

予 防 ・ 防 疫

馬 事 衛 生

環 境 保 全

４　会場地市町における配宿施設名簿等の作成

５　会場地市町における宿泊本部の設置及び運営

２　標準献立表の作成及び指導

１　医療救護要項等の作成

２　医療機関との連絡調整

１　医事衛生基本方針の決定及び計画の策定

２　会場地市町における医事衛生計画策定に

　関する指導

１　会場地市町における医事衛生計画の策定

４　食品衛生思想の普及・啓発 　開催

３　会場地市町における環境衛生思想の普及・啓発

１　会場地市町における環境衛生関係営業施設の
　整備指導の協力

２　清掃パトロールの実施

４　環境衛生思想の普及・啓発

１　会場地市町における宿泊施設及び食品営業
　関係者等の健康診断の実施

１　馬事衛生対策要項の作成 １　馬事衛生対策の実施

１　廃棄物減量化、リサイクル計画の策定及び １　会場地市町における廃棄物減量化、リサイクル

　実施 　計画の策定及び実施

２　馬事衛生対策の実施

３　予防・防疫の実施指導

１　防疫対策要項の作成

２　宿泊施設及び食品営業関係者等の健康診断
　の実施

１　環境衛生対策要項の作成

２　環境衛生関係営業施設の整備指導

３　清掃パトロール計画の策定

２　予防・防疫の実施

３　会場地市町における食品衛生思想の普及・
　啓発

県 会　場　地　市　町

３　食品衛生講習会の開催 ２　会場地市町における食品衛生地区講習会の

１　食品衛生対策要項の作成 １　会場地市町における食品衛生の監視指導の
　協力２　食品衛生の監視指導

４　開・閉会式における救護所等の設置及び
　救急車の配置並びに救護の実施

３　競技会場、練習会場における救護所等の設置
　及び救急車の配置並びに救護の実施

５　大会旗・炬火リレーにおける救護の実施 ４　大会旗・炬火リレーにおける救護の協力

１　会場地市町における医療救護計画等の策定

２　会場地市町における医療機関との連絡調整
３　救護本部の設置及び運営

３　昼食弁当調理講習会の開催

１　宿泊申込書の受理、整理及び連絡調整 １　会場地市町における宿泊施設との連絡調整

１　弁当調達計画の策定 １　会場地市町における弁当調達計画の策定

２　開・閉会式における弁当の調達及び斡旋 ２　会場地市町における弁当の調達及び斡旋

６　宿泊本部の設置及び運営

１　宿泊施設等の改善指導及び連絡調整 １　会場地市町における宿泊施設等の改善指導

２　宿泊案内図、標識、表示板及び料金表等の
　作成に関する指導

１　標準献立作成方針の決定 １　会場地市町における標準献立普及地区講
　習会の開催

３　標準献立普及講習会の開催

３　民泊協力者の決定及び指導

１　主要食品、寝具等の調達計画の策定及び斡旋 １　会場地市町における主要食品、寝具等の調達
　計画の策定及び調達の実施

２　会場地市町における宿泊案内図、標識、表
　示板及び料金表等の作成及び配布

１　会場地市町における民泊基本計画の策定に １　会場地市町における民泊計画の策定

　関する指導 ２　会場地市町における民泊協力者の調査及び
　連絡調整

３　宿泊料金等の決定及び協定の締結 ３　配宿の実施

４　宿泊要項の作成

５　県内配宿施設名簿等の作成及び配布

２　総合配宿計画の策定及び広域配宿に関する
　指導並びに連絡調整

２　広域配宿の実施及び引き受け市町との連絡
　調整

２　会場地市町における宿泊施設台帳の作成

１　宿泊基本方針の決定及び計画の策定 １　会場地市町における配宿計画の策定

宿 泊 施 設 等
実 態 調 査

１　宿泊施設実態調査の企画及び実施 １　会場地市町における宿泊施設実態調査
　の実施及び作成２　県内宿泊施設台帳の作成
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９　輸送・交通関係
項　　　　　目

輸 送 計 画

輸送サービス等

駐 車 場 管 理

交 通 対 策

１０　式典・演技関係
項　　　　　目

開 ・ 閉 会 式 等

式 典 演 技

式 典 音 楽

場 内 放 送

６　大会旗・炬火リレーリハーサルの実施

大 会 旗 ・
炬 火 リ レ ー

１　大会旗・炬火リレー基本計画の策定 １　大会旗・炬火リレー基本計画策定への協力

２　大会旗・炬火リレー用具等の整備 ２　市町境引継式、宿泊地到着式、出発式の実施

３　採火式、出発式、集火式の企画及び実施 ３　管内リレー走者の編成

４　大会旗・炬火リレー走者の服飾等の整備 ４　大会旗・炬火リレーリハーサル及び管内練習
　の実施

１　開・閉会式における場内放送計画の策定及び
　実施

１　競技会場内放送計画の策定及び実施

２　競技会場内臨時放送施設の整備

３　開始式・表彰式における式典音楽隊の楽器
　及び服飾等の整備４　開・閉会式における式典音楽隊の楽器及び

　服飾等の整備 ４　開・閉会式における式典音楽の実施及び楽器
　の整備に対する協力

５　大会旗・炬火リレー実施要項、ポスター、
　プログラム等の作成及び配布 ５　管内炬火リレーの実施

２　開・閉会式場内の臨時放送施設の整備 ３　競技会場における放送係員の編成及び養成

３　開・閉会式における放送係員の編成及び養成

１　開・閉会式における式典音楽基本計画の策定
　及び実施要項の作成並びに実施

１　開始式・表彰式における式典音楽計画の
　策定及び式典演奏の実施

２　式典音楽指導者の養成 ２　開始式･表彰式における式典音楽隊の編成
　及び養成３　開･閉会式における式典音楽隊、合唱隊の

　編成及び養成

２　式典演技出演者の編成及び養成

３　式典演技の手具、用具、服飾等の整備

１　開・閉会式実施への協力

２　開始式・表彰式実施要項の作成及び実施
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１　開･閉会式における式典演技基本計画の策定
　及び実施要項の作成並びに実施

１　開･閉会式における式典演技の実施の協力

２　式典演技出演者の編成及び養成への協力

５　開始式・表彰式実施要項の策定指導

６　開始式・表彰式進行計画の策定指導

３　開・閉会式進行計画の策定 ３　開始式・表彰式進行計画の策定

４　開・閉会式の実施

１　式典基本方針の決定及び計画の策定

２　開・閉会式運営要領の作成

３　開・閉会式における交通案内標識等の設置

４　開・閉会式における交通規制及び交通整理
　の実施

４　会場地市町における交通案内標識等の設置

５　大会旗・炬火リレーにおける交通計画の策定
　及び交通整理の実施

５　会場地市町における大会旗・炬火リレーの
　交通計画の策定及び交通整理の実施

１　交通基本方針の決定及び計画の策定 １　会場地市町における交通計画の策定

２　開・閉会式における交通案内図の作成及び
　配布

２　会場地市町における交通整理の実施

３　会場地市町における交通案内図の作成及び
　配布

４　会場地市町輸送計画の策定指導

５　輸送機関との連絡調整

１　開・閉会式における駐車場の管理及び運営 １　会場地市町における駐車場の管理及び運営

２　開・閉会式における駐車ステッカーの作成及
　び配布

２　会場地市町における駐車ステッカーの作成
　及び配布

１　輸送関係機関との交通料金の協定締結 １　輸送関係従業員接遇地区講習会の開催

２　輸送関係従業員接遇中央講習会等の開催

２　車両の借上げ、斡旋及び配車 ２　会場地市町における車両の借上げ、斡旋
　及び配車

２　会場地市町における輸送・交通の案内

配 車 ･ 車 両
借 上 げ 等

１　開・閉会式配車計画の策定 １　会場地市町における配車計画の策定

６　輸送・交通要項の作成

大 会 参 加 者 等
の 輸 送

１　開・閉会式における大会参加者等の輸送 １　会場地市町における大会参加者等の輸送

２　開･閉会式における輸送・交通の案内

２　全国輸送計画の策定 ２　会場地市町における輸送機関との連絡調整

３　開･閉会式輸送計画の策定 ３　会場地市町における輸送・交通要領の作成
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１　輸送基本方針の決定及び計画の策定 １　会場地市町における輸送計画の策定
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１１　警備・消防関係
項　　　　　目

警 備

消 防 ・ 防 災

１２　情報通信関係
項　　　　　目

情 報 通 信 関 係

１３　観光・接伴・総合案内関係
項　　　　　目

接 伴 ・ 接 遇

歓 送 迎 装 飾

観 光 紹 介 等

３　開・閉会式場内外の歓迎装飾の設置

１　歓迎装飾実施計画の策定 １　会場地市町における歓迎装飾設置計画の
　策定及び歓迎装飾の設置２　会場地市町における歓迎装飾設置計画の

　策定指導

３　会場地市町の特産品、土産品の紹介及び
　販売指導

１　県内観光地等の紹介 １　会場地市町における観光地等の紹介

２　観光・産業ガイドブック等の作成及び配布 ２　会場地市町の観光・産業ガイドブック等の
　作成及び配布３　特産品、土産品の紹介及び販売指導

３　総合案内所、開・閉会式における休憩所の
　設置及び運営

３　会場地市町における案内所、休憩所の設置
　及び運営

４　接伴員の手引きの作成及び配布 ４　会場地市町における接客員及び案内所員
　の編成並びに研修会の実施５　開・閉会式における接伴員及び案内所員の

　編成並びに研修会の実施

１　開・閉会式における大会役員、選手団、視察
　員等に対する接伴計画の策定及び実施

１　会場地市町における競技会役員、選手団、
　視察員等に対する接伴計画の策定及び実施

２　会場地市町における競技会役員、選手団、
　視察員等に対する接伴計画策定の指導

２　総合案内所、開・閉会式における休憩所の
　運営への協力
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臨 時 郵 便 局
等 の 開 設

１　開・閉会式場及び競技会場の臨時郵便局等
　開設に関する協力要請

１　競技会場の臨時郵便局等開設に関する協力

４　総合案内所の通信施設の架設及び運営

５　会場地市町における通信施設架設計画の
　取りまとめ及び通信関係機関との連絡調整

２　会場地市町における通信施設の架設及び運営

３　県記録本部と競技会場間の通信施設の架設
　及び運営

３　通信関係機関との連絡調整

通信施設の架設
及 び 運 営

１　開・閉会式に必要な通信施設架設計画の策定 １　会場地市町における通信施設架設計画の策定

２　開・閉会式に必要な通信施設の架設及び運営

１　情報通信基本方針の決定及び計画の策定 １　会場地市町における情報通信計画の策定

２　会場地市町情報通信計画の策定指導
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３　消防・防災本部の設置及び運営

４　開・閉会式における消防・防災業務の実施

５　警備用資材の整備

１　消防・防災基本方針の決定及び計画の策定 １　会場地市町における消防・防災計画の策定
　及び実施２　会場地市町消防・防災計画の策定指導

２　警備本部の設置及び運営 ２　競技会場等の警備の実施

３　会場地市町警備計画の策定指導 ３　会場地市町における警備上必要な資材の
　整備４　開・閉会式における警備の実施
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１　警備基本方針の決定及び計画の策定 １　会場地市町における警備計画の策定
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１４　会場管理関係
項　　　　　目

会 場 管 理

１５　行幸啓関係
項　　　　　目

行 幸 啓

（注）　県、会場地市町の業務の項目及び内容については、業務の進捗状況に応じて適宜修正を加えるものとする。

８　警衛本部の設置及び運営

６　警衛基本計画の策定及び警備

７　行幸啓記録の編さん

４　御宿泊、御休憩所、御座所等の整備及び指導 ３　会場地市町における御休憩所・御座所等
　の整備５　宮内庁、日スポ協及び市町等関係機関との

　連絡調整

１　行幸啓本部の設置及び運営 １　行幸啓計画策定への協力

２　行幸啓計画の策定 ２　会場地市町における接伴計画の策定及び
　実施３　接伴計画の策定及び実施
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３　開・閉会式会場の運営及び管理 ４　競技会場清掃美化計画の策定及び実施

４　開・閉会式会場清掃美化計画の策定及び実施

２　開・閉会式会場内外の装飾、案内標識等の
　設置及び環境整備 ３　競技会場の運営及び管理
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１　開・閉会式会場管理基本方針の決定及び
　計画の策定並びに実施

１　競技会場管理計画の策定及び実施

２　競技会場内外の装飾、案内標識等の設置
　及び環境整備
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別表２

項　　　　　目

総 合 計 画

２　会場地市町実行委員会事務局の運営

実 施 本 部

大 会 役 員 等

招待者・視察員

参 加 章 等

服 飾

各 種 全 国 会 議 １　監督会議等の開催への協力１　全国代表者会議及び監督会議の開催

２　全国報道員会議の開催

２　参加章、記念章、視察員章及び報道員章の
　作成並びに配布

１　参加章、記念章の意匠決定並びに取扱要領
　の作成

１　参加章等の配布への協力

準 備 概 要 ・
報 告 書 等

１　県準備概要の作成及び配布 １　大会報告書の作成資料提出及び協力

２　大会報告書の作成及び配布 ２　競技会報告書の作成及び配布

１　服飾の作製及び配布 １　服飾の作製及び配布への協力

１　大会役員の編成基準の作成

２　大会役員、大会係員及び大会補助員の編成
　並びに委嘱

３　大会役員、大会係員及び大会補助員の委嘱
　状、案内状、礼状等の作成並びに配布

２　招待券、視察員証の作成及び発行 １　競技会招待者の範囲の決定

３　大会招待者の招待及び接遇 ２　競技会招待者の招待及び接遇

４　大会係員必携の作成及び配布

１　大会招待者の範囲の決定 （任意）

１　大会実施本部の設置及び運営 １　競技会実施本部の設置及び運営

県内関係機関・
団 体 等 と の
連 絡 調 整

１　市町との連絡調整 １　県との連絡調整

２　地元関係機関･団体等との連絡調整及び
　協力要請

２　日本パラスポーツ協会に対する承認
　事項の協議及び報告事項の調整

１　大会役員等の編成及び委嘱への協力

実 行
委 員 会

１　県実行委員会の設置及び運営 １　会場地市町実行委員会の設置及び
　運営

関係機関・団体
等に対する協力
要 請

１　関係機関・団体等に対する協力要請計画の
　策定及び連絡調整

１　会場地市町における関係機関・団体等の
　協力に係る連絡調整

２　関係機関・団体等への協力要請
２　会場地市町における関係機関・ 団体等へ
　の協力要請

１　総務関係
県 会　場　地　市　町

１　開催準備総合計画の策定 １　会場地市町における開催準備推進計画の策定

２　県実行委員会事務局の運営

文 部 科 学 省 、
中央競技団体等
と の 連 絡 調 整

１　文部科学省、日本パラスポーツ協会、
　中央競技団体等との連絡調整
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２　財務関係
項　　　　　目

予 算 編 成 等

入場料・入場券

資 料 袋

売 店

標 章 等

３　施設関係
項　　　　　目

施 設 整 備 計 画

施 設 整 備

道 路 等

駐 車 場 １　開・閉会式及び競技会場の駐車場の確保 １　競技会場の駐車場の確保への協力

２　開・閉会式会場施設整備計画の策定

県 　会　場　地　市　町

　仮設施設の整備

１　県が管理する関連道路等の整備 １　市町が管理する関連道路等の整備

１　市町有競技会場、練習会場の整備

２　競技会場、練習会場及び開・閉会式会場の

　仮設施設の整備への協力

１　県有競技会場、練習会場及び開・閉会式会場
　の整備

２　競技会場、練習会場及び開・閉会式会場の

１　標章等の使用規程の作成 １　標章等の使用許可申請の指導

２　標章等の使用許可申請の受付及び許可

１　売店設置要項の作成 １　売店の設置指導及び規制への協力

１　県有競技会場施設、練習会場施設の整備
　計画の策定

１　市町有競技会場施設、練習会場施設の整備
　計画の策定

２　売店の設置指導及び規制

２　大会開催に関する予算編成への協力

募 金 ・
企 業 協 賛

１　募金・企業協賛の計画策定及び推進 １　県が実施する募金・企業協賛への協力

２　募金・企業協賛推進委員会の設置及び運営

１　資料袋の作成及び配布 １　会場地市町における資料袋の配布

１　開・閉会式入場券の作成 １　開・閉会式入場券配布への協力

県 会　場　地　市　町

１　大会関係予算の編成、執行及び決算 １　会場地市町における予算の編成、執行及び
　決算２　大会開催に関する予算の編成及び決算
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４　競技関係
項　　　　　目

大会実施要項等

競 技 運 営

競 技 役 員 等

参 加 申 込

プ ロ グ ラ ム

競 技 記 録

表 彰 状 等

競 技 用 具 等

リハーサル大会

２　入賞メダル等の作成及び配布

１　入賞メダル等の配布への協力１　入賞メダル等の意匠決定及び取扱要領の
　作成

１　競技別リハーサル大会開催基本計画の策定 １　リハーサル大会の運営

２　リハーサル大会実施本部の設置及び運営

１　競技用具整備基本方針の決定及び計画の策定 １　競技用具現況調査に関する協力

２　競技用具の規格、数量調査及び現有調査の
　実施

２　競技用具等の整備への協力

３　競技会場及び練習会場となる施設における
　競技用具等の整備

１　競技記録本部の設置及び運営 １　競技記録本部の設置及び運営への協力

１　プログラムの作成及び配布への協力

２　競技記録の収集速報計画の策定

３　競技記録の収集、整理及び発表

４　記録本部員、補助員の編成及び養成

１　プログラムの作成及び配布

２　競技役員等の養成及び編成計画の策定

２　競技運営の総括、連絡調整及び指導

１　競技役員及び競技補助員の養成及び編成への

２　競技会係員の養成及び編成

３　競技役員及び競技補助員の養成及び編成

１　参加申込書の作成及び配布

２　参加申込書の受付、整理及び会場地市町
　との連絡調整

３　競技補助員及び競技会係員の委嘱状、案内
　状、礼状等の作成４　競技役員必携の作成及び配布

１　県との連絡調整

２　競技別実施要領の作成 ２　競技別実施要領の作成への協力

１　競技運営基本方針の決定 １　競技会の運営

県 会　場　地　市　町

１　大会実施要項及び競技実施要項の作成 １　大会実施要項及び競技実施要項の作成への協力

１　競技役員等の編成基本方針及び養成基本

　方針の決定 　協力

４　競技会係員必携の作成及び配布
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５　広報関係
項　　　　　目

広 報 活 動

報 道 対 策

記 録 映 像 等

６　県民運動関係
項　　　　　目

県 民 運 動 １　県民運動基本方針の決定及び推進計画の策定

２　全県的な県民運動の推進

３　県民運動推進に向けた各種媒体物の作成及び

ボ ラ ン テ ィ ア

３　記録写真集作成の協力

１　報道機関との連絡調整 １　会場地市町における報道機関との連絡調整

２　開・閉会式等における報道機関の取材活動
　に対する協力

２　会場地市町における取材活動に対する協力

１　公式記録ビデオ等の企画及び制作 １　競技等記録ビデオの撮影の協力

２　大会記録写真の撮影及び記録写真集の発行 ２　競技等記録写真の撮影

３　プレスガイドブックの作成及び配布

２　競技会場におけるボランティアへの指示

開 催 決 定
記 念 行 事

１　県記念行事の実施 １　会場地市町における記念行事の実施

１　会場地市町における県民運動の推進

２　開・閉会式におけるボランティアへの指示
１　ボランティアの募集・養成・登録・配置への
　協力

　配布

４　県民運動推進団体の育成指導

１　ボランティアの募集・養成・登録・配置

県 会　場　地　市　町

３　会場地市町における各種広報媒体物の作成
　及び配布３　広報ポスター、各種ガイドブック、大会だよ

　り等各種広報媒体物の作成及び配布

５　新聞、テレビ、ラジオ等による広告の実施

６　イメージソング等の制定及び普及

４　広告塔等宣伝工作物の設置及び管理

４　イメージソング等の普及

県 会　場　地　市　町

２　大会愛称、スローガン、マスコット等の決定
　及び普及

２　県発行各種広報媒体物の配布協力

１　広報基本方針の決定及び計画の策定 １　会場地市町広報計画の策定
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７　宿泊関係
項　　　　　目

宿泊・配宿計画

３　宿泊料金等の決定及び協定の締結

宿 泊 指 導 等

物 資 調 達

標 準 献 立

弁 当

宿 泊 申 込

８　医事・衛生関係

項　　　　　目

医 事 衛 生

医 療 救 護

食 品 衛 生

環 境 衛 生

予 防 ・ 防 疫

環 境 保 全 １　廃棄物減量化、リサイクル計画の策定及び １　会場地市町における廃棄物減量化、リサイクル

　実施 　計画の実施への協力

３　弁当調理講習会の開催 ２　会場地市町における弁当の調達及び斡旋への

１　標準献立表の作成及び指導

２　標準献立普及講習会の開催

　への協力

１　宿泊申込書の受理、整理及び連絡調整

１　弁当調達計画の策定 １　会場地市町における弁当調達計画の策定への

　開催への協力

　協力

　協力

３　会場地市町における弁当調理講習会の開催

２　弁当の調達及び斡旋

３　食品衛生思想の普及・啓発 ２　会場地市町における食品衛生思想の普及・啓発

１　環境衛生対策要項の作成

２　環境衛生対策の実施

３　環境衛生思想の普及・啓発

１　会場地市町における予防・防疫対策の実施
　への協力２　予防・防疫対策の実施

１　会場地市町における環境衛生対策の実施
　への協力

２　会場地市町における環境衛生思想の普及・啓発

１　防疫対策要項の作成

３　医療機関との連絡調整

県 会　場　地　市　町

１　食品衛生対策要項の作成 １　会場地市町における食品衛生対策の実施
　への協力２　食品衛生対策の実施

４　開・閉会式における救護所等の設置及び救
　急車の配置並びに救護の実施

５　競技会場、練習会場における救護所等の設
　置及び救急車の配置

１　医事衛生基本方針の決定及び計画の策定

１　医療救護要項等の作成 １　競技会場、練習会場における救護所等の運営
　及び管理２　医療救護実施計画の策定

４　宿泊要項の作成

５　配宿の実施

１　会場地市町における標準献立普及講習会の

１　宿泊支援用具等の調達計画の策定及び調達の １　宿泊支援用具等の配布への協力

２　宿泊施設への仮設物設置

　実施

１　会場地市町における宿泊施設等の改善指導
　への協力

宿 泊 施 設 等
実 態 調 査

１　宿泊施設実態調査の企画及び実施

２　県内宿泊施設台帳の作成

１　宿泊施設実態調査への協力

１　宿泊施設等の改善指導及び連絡調整

１　宿泊基本方針の決定及び計画の策定 １　配宿計画の策定への協力

県 会　場　地　市　町

２　配宿計画の策定
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９　輸送・交通関係
項　　　　　目

輸 送 計 画

輸送サービス等

駐 車 場 管 理

交 通 対 策

　の実施

１０　式典・演技関係
項　　　　　目

開 ・ 閉 会 式 等

２　開・閉会式運営要領の作成

式 典 演 技

式 典 音 楽

場 内 放 送

３　採火式、出発式、集火式の企画及び実施 ３　管内リレー走者の編成

４　大会旗・炬火リレー走者の服飾等の整備 ４　大会旗・炬火リレーリハーサル及び管内練習
　の実施５　大会旗・炬火リレー実施要項、ポスター、

　プログラム等の作成及び配布 ５　管内炬火リレーの実施

６　大会旗・炬火リレーリハーサルの実施

１　開・閉会式における場内放送計画の策定及び
　実施

１　競技会場内放送計画の策定及び実施

２　競技会場内臨時放送施設の整備

大 会 旗 ・
炬 火 リ レ ー

１　大会旗・炬火リレー基本計画の策定 １　大会旗・炬火リレー基本計画策定への協力

２　大会旗・炬火リレー用具等の整備 ２　市町境引継式、宿泊地到着式、出発式の実施

２　式典音楽指導者の養成 ２　開始式･表彰式における式典音楽隊の編成
　及び養成３　開･閉会式における式典音楽隊、合唱隊の

　編成及び養成 ３　開始式・表彰式における式典音楽隊の楽器
　及び服飾等の整備４　開・閉会式における式典音楽隊の楽器及び

　服飾等の整備 ４　開・閉会式における式典音楽の実施及び楽器
　の整備に対する協力

２　開・閉会式場内の臨時放送施設の整備 ３　競技会場における放送係員の編成及び養成

３　開・閉会式における放送係員の編成及び養成

２　式典演技出演者の編成及び養成

３　式典演技の手具、用具、服飾等の整備

１　開･閉会式における式典演技基本計画の策定
　及び実施要項の作成並びに実施

１　開･閉会式における式典演技の実施の協力

２　式典演技出演者の編成及び養成への協力

１　開・閉会式における式典音楽基本計画の策定
　及び実施要項の作成並びに実施

１　開始式・表彰式における式典音楽計画の
　策定及び式典演奏の実施

県 会　場　地　市　町

１　開・閉会式実施への協力

２　開始式・表彰式実施要項の作成及び実施

５　開始式・表彰式実施要項の策定指導

６　開始式・表彰式進行計画の策定指導

３　開・閉会式進行計画の策定 ３　開始式・表彰式進行計画の策定

４　開・閉会式の実施

１　式典基本方針の決定及び計画の策定

１　開・閉会式における駐車場の管理及び運営 １　会場地市町における駐車場の管理及び運営

１　交通基本計画の策定 １　会場地市町における交通広報への協力

２　会場地市町における交通規制及び交通整理２　交通広報の実施及び交通案内標識等の設置

３　開・閉会式における交通規制及び交通整理
　の実施

配 車 ･ 車 両
借 上 げ 等

１　配車計画の策定

１　輸送・交通の案内への協力大 会 参 加 者 等
の 輸 送

１　大会参加者等の輸送

２　輸送・交通の案内

１　輸送関係従業員接遇講習会等の開催

２　車両の借上げ、斡旋及び配車

１　輸送関係従業員接遇講習会等の開催への
　協力

１　輸送基本計画の策定 １　輸送基本計画の策定への協力

県 会　場　地　市　町

５　輸送機関との連絡調整

２　全国輸送計画の策定 ２　全国輸送計画の策定への協力

３　開･閉会式輸送計画の策定 ３　開･閉会式輸送計画の策定への協力

４　競技会輸送計画の策定 ４　競技会輸送計画の策定への協力

（国スポと一体
的に実施）
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１１　警備・消防関係
項　　　　　目

警 備

消 防 ・ 防 災

１２　情報通信関係
項　　　　　目

情 報 通 信 関 係

１３　観光・接伴・総合案内関係
項　　　　　目

接 伴 ・ 接 遇

４　会場地市町における休憩所の設置

歓 送 迎 装 飾

観 光 紹 介 等 １　県内観光地等の紹介 １　会場地市町における観光地等の紹介

３　会場地市町の特産品、土産品の紹介及び
　販売指導

３　総合案内所、開・閉会式における休憩所の
　設置及び運営

３　会場地市町における休憩所の運営

５　接伴員の手引きの作成及び配布

１　開・閉会式場内外の歓迎装飾の設置等 １　会場地市町における歓迎装飾の設置等

２　観光・産業ガイドブック等の作成及び配布 ２　会場地市町の観光・産業ガイドブック等の
　作成及び配布３　特産品、土産品の紹介及び販売指導

３　総合案内所の通信施設の架設及び運営

１　開・閉会式における大会役員、選手団、視察
　員等に対する接伴計画の策定及び実施

１　会場地市町における競技会役員、選手団、
　視察員等に対する接伴計画の策定及び実施

２　会場地市町における競技会役員、選手団、
　視察員等に対する接伴計画策定の指導

２　総合案内所、開・閉会式における休憩所の
　運営への協力

県 会　場　地　市　町

通信施設の架設
及 び 運 営

１　競技会場の情報通信計画の策定への協力１　開・閉会式会場及び競技会場の情報通信計画
　の策定

１　開・閉会式に必要な通信施設の架設及び運
　営

１　競技会場に必要な通信施設の架設及び運営
　への協力

２　通信関係機関との連絡調整

２　競技会場に必要な通信施設の架設及び運営

２　警備本部の設置及び運営 ２　競技会場等の警備の実施

３　開・閉会式における警備の実施

２　消防・防災本部の設置及び運営

１　消防・防災基本計画の策定 １　会場地市町における消防・防災計画の策定
　及び実施

県 会　場　地　市　町

３　開・閉会式における消防・防災業務の実施

県 会　場　地　市　町

１　警備基本計画の策定 １　会場地市町における警備計画の策定
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１４　会場管理関係
項　　　　　目

会 場 管 理

１５　行啓関係
項　　　　　目

行 啓

（注）　県、会場地市町の業務の項目及び内容については、業務の進捗状況に応じて適宜修正を加えるものとする。

８　警衛本部の設置及び運営

４　御宿泊、御休憩所、御座所等の整備及び指導 ３　会場地市町における御休憩所・御座所等
　の整備への協力

６　警衛基本計画の策定及び警備

７　行啓記録の編さん

県 会　場　地　市　町

３　開・閉会式会場の運営及び管理

４　開・閉会式会場清掃美化計画の策定及び実施

５　宮内庁、日障協及び市町等関係機関との
　連絡調整

１　行啓本部の設置及び運営 １　行啓計画策定への協力

２　行啓計画の策定 ２　会場地市町における接伴計画の策定及び
　実施への協力３　接伴計画の策定及び実施

２　開・閉会式会場内外及び競技会場の装飾、
　案内標識等の設置及び環境整備

県 会　場　地　市　町

１　競技会場の運営及び管理１　開・閉会式会場及び競技会場管理計画の策定

２　競技会場清掃美化計画の策定及び実施
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ＳＡＧＡ２０２４競技運営基本方針（案） 
 

平成 29 年（2017 年）12 月 22 日 

第 ５ 回 常 任 委 員 会 決 定 

平成 30 年（2018 年）７月 18 日 

第 ７ 回 常 任 委 員 会 一 部 改 正 

令和元年（2019 年）5 月 29 日 

第９回常任委員会一部改正 

令和２年（2020 年）10 月 23 日 

  第 ８ 回 総 会 一 部 改 正  

令和 年（   年） 月  日 

第 15 回常任委員会一部改正 

 

 

国民スポーツ大会の競技運営については、公益財団法人日本スポーツ協会（以下

「日スポ協」という。）の定める「国民体育大会開催基準要項」及び「同細則」、全

国障害者スポーツ大会の競技運営については、公益財団法人日本パラスポーツ協会

（以下「日パラ協」という。）の定める「全国障害者スポーツ大会開催基準要綱」

及び「同細則」に基づくとともに、次の方針により実施する。 

 

１ 実施競技 

国民スポーツ大会の実施競技は、正式競技、特別競技、公開競技及びデモンス

トレーションスポーツとする。 

全国障害者スポーツ大会の実施競技は、全国障害者スポーツ大会競技規則に定

められた個人競技、団体競技及びオープン競技とする。 

 

２ 競技運営の主管 

正式競技及び公開競技の運営は、日スポ協加盟の各競技団体が主管する。 

特別競技の運営は、公益財団法人日本高等学校野球連盟が主管する。 

全国障害者スポーツ大会の個人競技、団体競技は日スポ協または日パラ協に加

盟する県競技団体が主管する。 

デモンストレーションスポーツ及びオープン競技の運営は、県競技団体等が主

管する。 
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３ 競技役員等の編成 

正式競技及び特別競技は、日スポ協の定める「競技役員編成基準」及び「ＳＡ

ＧＡ２０２４競技役員等編成基本方針」に基づき県が競技役員等を編成するもの

とする。 

全国障害者スポーツ大会の個人競技及び団体競技は、国民スポーツ大会の正式

競技に準じて県が編成するものとする。 

公開競技は、日スポ協加盟の各競技団体の責任において編成するものとする。 

デモンストレーションスポーツ及びオープン競技は、主管する競技団体等の責

任において編成するものとする。 

 

 

４ 競技用具の整備 

正式競技、特別競技、全国障害者スポーツ大会の個人競技及び団体競技の競技

用具は、「ＳＡＧＡ２０２４競技用具整備基本方針」に基づき、県及び会場地市

町において計画的に整備するものとする。 

公開競技、デモンストレーションスポーツ及びオープン競技は、主管する競技

団体等で整備するものとする。 

 

５ 記録業務 

正式競技及び特別競技の競技記録及び成績の収集・速報は、県及び会場地市町

が競技団体と連携を図り、迅速かつ正確に処理する。他の競技については別に定

めるものとする。 

 

６ リハーサル大会 

リハーサル大会を実施する場合は、会場地市町と競技団体が協力して、運営全

般にわたって習熟を図るとともに、県民の大会及び各競技に対する関心を高め、

理解を深めるよう努めるものとする。 

 

７ その他 

競技運営の諸企画及び実施に当たっては、競技団体及び関係機関と十分な連携

を図るものとする。 
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ＳＡＧＡ２０２４競技用具整備基本方針（案） 
 

平成 29 年（2017 年）12 月 22 日 

第 ５ 回 常 任 委 員 会 決 定 

平成 30 年（2018 年）７月 18 日 

第 ７ 回 常 任 委 員 会 一 部 改 正 

令和元年（2019 年）5 月 29 日 

第９回常任委員会一部改正 

令和２年（2020 年）10 月 23 日 

第 ８ 回 総 会 一 部 改 正  

令和 年（   年） 月 日 

第 15 回常任委員会一部改正 

 

 

 ＳＡＧＡ２０２４の競技運営に要する器具・用具（以下「競技用具」という。）

については、競技運営に万全を期するとともに、本県スポーツの普及・振興に資す

るため、次の方針に基づき計画的に整備する。 

 

 

１ 整備の主体 

国民スポーツ大会の正式競技、特別競技、全国障害者スポーツ大会の個人競技、

団体競技の競技用具の整備にあたっては、「ＳＡＧＡ２０２４県及び会場地市町

の所掌事務・経費負担基本方針」及び別に定める競技用具整備要項及び競技用具

整備計画に基づき、県及び市町が行うものとする。ただし、公開競技、デモンス

トレーションスポーツ、オープン競技の競技用具の整備は、主管する競技団体等

において行うものとする。 

 

 

２ 推進体制 

競技用具の整備にあたっては、県と会場地市町が十分協議するとともに、県競

技団体、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会、

中央競技団体等と連携のうえ、推進するものとする。 
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３ 調達方法 

競技用具は、原則として県および会場地市町並びに県競技団体等が現有するも

のを活用することとし、現有の競技用具で不足するものについては借用し、借用

困難な場合についてのみ購入するものとする。 

 

 

４ 特殊な競技用具 

一般の利活用が見込めない競技用具や通常の競技会運営に必要な競技用具の

量、質を超えて整備しなければならないものについては、別に定める。なお、整

備にあたっては、他県との共同調達等を検討するものとする。 

 

 

５ 保管・利活用 

購入する競技用具の保管並びに両大会終了後の利活用等については、県及び会

場地市町がそれぞれの責任において行うものとする。 
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ＳＡＧＡ２０２４ 

公開競技・デモンストレーションスポーツ・オープン競技 

実施基本方針（案） 

 

平成 29 年（2017 年）12 月 22 日 

第 ５ 回 常 任 委 員 会 決 定 

平成 30 年（2018 年）７月 18 日 

第 ７ 回 常 任 委 員 会 一 部 改 正 

令和元年（2019 年）5 月 29 日 

第９回常任委員会一部改正 

令和２年（2020 年）10 月 23 日 

第 ８ 回 総 会 一 部 改 正  

令和 年（  年） 月 日 

第 15 回常任委員会一部改正 

 

 

ＳＡＧＡ２０２４において実施する公開競技、デモンストレーションスポーツ及

びオープン競技は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日スポ協」という。）

の定める「国民体育大会開催基準要項」、「同細則」、「国民体育大会公開競技実施基

準」「国民体育大会デモンストレーションスポーツ実施基準」及び公益財団法人日

本パラスポーツ協会（以下「日パラ協」という。）の定める「全国障害者スポーツ

大会競技規則」、「全国障害者スポーツ大会開催基準要綱」並びに「第７８回国民ス

ポーツ大会・第２３回全国障害者スポーツ大会基本構想」に基づき、次の方針によ

り実施する。 

 

１ 実施目的 

（１）競技の普及及びスポーツの振興を図り、生涯スポーツ社会の実現を推進する

ことはもとより、競技等を通じて、スポーツの楽しさを体験するとともに、障

がいに対する理解を深め、障がい者の社会参加を推進する。 

（２）大会を成功させるだけでなく佐賀県のスポーツの裾野の拡大を図るとともに、

選手、スタッフ、観客など、競技に関わるすべての人々が生涯にわたって自分

のスタイルでスポーツを楽しみ、共感しあえる社会を創る。 

 

２ 実施競技の選択 
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実施競技は、日スポ協及び日パラ協が定めた上記関係要項等に基づき、次の事

項について総合的に検討し、選択する。 

（１）県民が当該競技に触れる機会を設けることにより、大会の機運が醸成される

ことはもとより、大会後も、会場地市町における競技の普及や推進、また、県

の競技団体の大幅なレベルアップが図られるものであること。 

（２）当該競技の実施により、「年齢、性別、障がいの有無に関係なく、誰もがそ

れぞれのスタイルでスポーツを楽しむ」環境が佐賀県に根付き、スポーツ文化

の裾野の拡大が図られるものであること。 

（３）競技に関係する県の競技団体等の組織が整備されており、競技や大会の運営

能力があること。 

（４）競技に関係する競技団体等の開催意欲及び市町の開催希望があること。 

 

３ 会場地市町の選定 

会場地は、「ＳＡＧＡ２０２４会場地市町選定基本方針」に基づき、次の事項

について総合的に検討し、選定する。 

（１）市町と競技団体等の意向が合致していること。 

（２）実施する競技の普及・振興が図られる市町であること。 

（３）実施する競技の開催に必要な競技施設を有する市町であること。 

 

４ 実施方法及び実施期間 

（１）実施方法及びその他の必要な事項は別に定める。 

（２）実施期間は令和６年４月１日から各大会の会期内までとし、日スポ協及び日

パラ協が定めた上記関係要項等により実施期間の上限や実施できない日等の

規定を設けている場合は、それらを適用するものとする。 

 

５ 業務分担及び経費負担 

（１）競技の準備及び開催運営に係る業務は、競技団体等が主導で行い、それらに

関する経費を負担する。 

（２）会場地市町は、会場地として必要な支援を行う。 
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賛
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。

 

 
次
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に
掲

げ
る

要
項

の
改

正
部

分
は

、
下

線
の

部
分

で
あ

る
。

 

  
附

 
則

 

こ
の

要
項

は
、

令
和

元
年

８
月

２
７

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

こ
の

要
項

は
、

令
和

２
年

１
２

月
１

７
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

こ
の

要
項

は
、

令
和

４
年

３
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 

改
正

前
 

改
正

後
 

別
表

（
第

８
条

関
係

）
 

 
特

典
の

内
容

 

Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ  Ｇ

Ａ Ｍ Ｅ Ｓ  パ  ト

ナ   

①
・

②
 

略
 

③
大

会
愛

称
、

大
会

マ
ス

コ
ッ

ト
の

広
告

使
用

権
 

④
国

 
体

育
 

会
標

章
、

 
会

愛
称

、
大

会
マ

ス
コ

ッ
ト

の
マ

ー
チ

ャ

ン
ダ

イ
ジ

ン
グ

権
 

⑤
 

⑰
 

略
 

オ フ  シ  ル ス

ポ ン サ   

①
 

略
 

②
大

会
愛

称
、

大
会

マ
ス

コ
ッ

ト
の

広
告

使
用

権
 

③
大

会
愛

称
、

大
会

マ
ス

コ
ッ

ト
の

マ
ー

チ
ャ

ン
ダ

イ
ジ

ン
グ

権
 

④
 

⑬
 

略
 

 

別
表

（
第

８
条

関
係

）
 

 
特

典
の

内
容

 

Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ  Ｇ

Ａ Ｍ Ｅ Ｓ  パ  ト

ナ   

①
・

②
 

略
 

③
大

会
愛

称
等

の
広

告
使

用
権

 

④
国

 
体

育
 

会
標

章
、 

会
愛

称
等

の
マ

ー
チ

ャ
ン

ダ
イ

ジ
ン

グ
権

 

⑤
 

⑰
 

略
 

オ フ  シ  ル ス

ポ ン サ   

①
 

略
 

②
大

会
愛

称
等

の
広

告
使

用
権

 

③
大

会
愛

称
等

の
マ

ー
チ

ャ
ン

ダ
イ

ジ
ン

グ
権

 

④
 

⑬
 

略
 

 

令
和
４
年
３
月
１
日
 
第
９
回
広
報
・
県
民
運
動
専
門
委
員
会
承
認
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オ フ  シ  ル サ

ポ  タ   

①
 

略
 

②
大

会
愛

称
、

大
会

マ
ス

コ
ッ

ト
の

広
告

使
用

権
 

③
大

会
愛

称
、

大
会

マ
ス

コ
ッ

ト
の

マ
ー

チ
ャ

ン
ダ

イ
ジ

ン
グ

権
 

④
 

⑥
 

略
 

 

オ フ  シ  

ル サ プ ラ イ

ヤ   

①
 

略
 

②
大

会
愛

称
、

大
会

マ
ス

コ
ッ

ト
の

広
告

使
用

権
 

③
 

⑥
 

略
 

 

 会 協  企

業  

①
 

略
 

②
大

会
愛

称
、

大
会

マ
ス

コ
ッ

ト
の

広
告

使
用

権
 

③
 

⑤
 

略
 

 
 

オ フ  シ  ル サ

ポ  タ   

①
 

略
 

②
大

会
愛

称
等

の
広
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報告事項② 
 

  
ＳＡＧＡ２０２４デモンストレーションスポーツ実施基準要項 

 

 
 この要項は、別に定める「ＳＡＧＡ２０２４公開競技・デモンストレーションスポーツ・

オープン競技実施基本方針」に基づき，ＳＡＧＡ２０２４において実施するデモンストレー

ションスポーツ（以下「デモスポ」という。）において、各競技会の円滑な運営に資するため、

以下の事項を定める。 
 
１ 実施時期及び実施期間 

（１） 実施時期は、令和６年４月１日からＳＡＧＡ２０２４国スポ閉会までの期間とする。 

ただし、総合開会式・閉会式当日は除くものとする。 

 

（２） 実施日数は，原則として１日とする。 

 

２ 競技別実施要項 

デモスポの実施方法については競技別実施要項に定める。 

（１）競技別実施要項は、会場市町と関係競技団体が協議の上、作成する。 

（２）競技別実施要項に記載する内容は原則として以下のとおりとする。 

  １）期日 

  ２）会場 

  ３）種別及び参加人員 

  ４）競技上の規定及び方法 

  ５）選考方法 

  ６）参加資格 

  ７）表彰 

  ８）参加申込方法 

  ９）参加負担金 

１０）参加上の注意 

１１）個人情報の取扱いについて 

１２）その他 

 

３ 競技別プログラム 

（１）競技別プログラムは、会場地市町が関係競技団体と協議の上、作成する。 

（２）競技別プログラムに記載する内容は原則として以下のとおりとする。 

 １）開催県知事のあいさつ 

  ２）会場地市町代表の歓迎のことば 

  ３）競技会役員 

  ４）競技役員、係員及び補助員 

  ５）表彰式次第 

  ６）会場図  

  ７）競技日程  

  ８）競技の見方 

  ９）組合せ 

令和４年３月１１日 第８回施設・競技専門委員会承認 
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  10）その他必要な事項 

 
４ 競技役員等の編成 

  競技役員および競技補助員は、会場地市町が関係競技団体と協議し，各競技および会場

地市町の実情に即して、適切に編成する。 

 
５ 参加申込み及び組合せ抽選 

参加申込み受付および組合せ抽選は、会場地市町及び関係競技団体が行う。 

 
６ 記録及び結果 

  記録および結果は、競技会終了後、会場地市町がＳＡＧＡ２０２４実行委員会へ報告す 

る。 

 

７ その他 

（１）参加者には、大会参加記念章を与えることができる。 
（２）参加者は、傷害保険に加入しなければならない。 
（３）個人情報の取扱いについては、会場地市町及び関係競技団体は個人の権利利益を侵害

することのないよう適切に行う。 
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【参考】 

 

ＳＡＧＡ２０２４ 

公開競技・デモンストレーションスポーツ・オープン競技 

実施基本方針 

 

平成 29 年（2017 年）12 月 22 日 

第 ５ 回 常 任 委 員 会 決 定 

平成 30 年（2018 年）７月 18 日 

第 ７ 回 常 任 委 員 会 一 部 改 正 

令和元年（2019 年）5 月 29 日 

第９回常任委員会一部改正 

令和２年（2020 年）10 月 23 日 

第 ８ 回 総 会 一 部 改 正  

 

ＳＡＧＡ２０２４において実施する公開競技、デモンストレーションスポーツ及

びオープン競技は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日スポ協」という。）

の定める「国民体育大会開催基準要項」、「同細則」、「国民体育大会公開競技実施基

準」「国民体育大会デモンストレーションスポーツ実施基準」及び公益財団法人日

本障がい者スポーツ協会（以下「日障スポ協」という。）の定める「全国障害者ス

ポーツ大会競技規則」、「全国障害者スポーツ大会開催基準要綱」並びに「第７８回

国民スポーツ大会・第２３回全国障害者スポーツ大会基本構想」に基づき、次の方

針により実施する。 

 

１ 実施目的 

（１）競技の普及及びスポーツの振興を図り、生涯スポーツ社会の実現を推進する

ことはもとより、競技等を通じて、スポーツの楽しさを体験するとともに、障

がいに対する理解を深め、障がい者の社会参加を推進する。 

（２）大会を成功させるだけでなく佐賀県のスポーツの裾野の拡大を図るとともに、

選手、スタッフ、観客など、競技に関わるすべての人々が生涯にわたって自分

のスタイルでスポーツを楽しみ、共感しあえる社会を創る。 

 

２ 実施競技の選択 

実施競技は、日スポ協及び日障スポ協が定めた上記関係要項等に基づき、次の

事項について総合的に検討し、選択する。 

（１）県民が当該競技に触れる機会を設けることにより、大会の機運が醸成される
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【参考】 

 

ことはもとより、大会後も、会場地市町における競技の普及や推進、また、県

の競技団体の大幅なレベルアップが図られるものであること。 

（２）当該競技の実施により、「年齢、性別、障がいの有無に関係なく、誰もがそ

れぞれのスタイルでスポーツを楽しむ」環境が佐賀県に根付き、スポーツ文化

の裾野の拡大が図られるものであること。 

（３）競技に関係する県の競技団体等の組織が整備されており、競技や大会の運営

能力があること。 

（４）競技に関係する競技団体等の開催意欲及び市町の開催希望があること。 

 

３ 会場地市町の選定 

会場地は、「ＳＡＧＡ２０２４会場地市町選定基本方針」に基づき、次の事項

について総合的に検討し、選定する。 

（１）市町と競技団体等の意向が合致していること。 

（２）実施する競技の普及・振興が図られる市町であること。 

（３）実施する競技の開催に必要な競技施設を有する市町であること。 

 

４ 実施方法及び実施期間 

（１）実施方法及びその他の必要な事項は別に定める。 

（２）実施期間は令和６年４月１日から各大会の会期内までとし、日スポ協及び日

障スポ協が定めた上記関係要項等により実施期間の上限や実施できない日等

の規定を設けている場合は、それらを適用するものとする。 

 

５ 業務分担及び経費負担 

（１）競技の準備及び開催運営に係る業務は、競技団体等が主導で行い、それらに

関する経費を負担する。 

（２）会場地市町は、会場地として必要な支援を行う。 
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ＳＡＧＡ２０２４デモンストレーションスポーツ実施基準要項について 

 

 

「ＳＡＧＡ２０２４デモンストレーションスポーツ実施基準要項（以下、「実施基準要項」）」

は、「ＳＡＧＡ２０２４公開競技・デモンストレーションスポーツ・オープン競技実施基本

方針（以下、「実施基本方針」）」に基づき、デモンストレーションスポーツ（以下、「デモス

ポ」）を実施する各競技会の円滑な運営を図るため定めるものです。 

 別紙「ＳＡＧＡ２０２４デモンストレーションスポーツ実施要項」について、報告致しま

す。 

 

 

（１）デモンストレーションスポーツとは 

 スポーツの推進及び生涯スポーツ社会の実現を目的に、原則として、県民向けに開催する

競技会です。 

第１０回常任委員会（令和２年２月１３日開催）及び第１１回同委員会（令和２年５月書

面開催）において、「デモスポ実施競技及び会場地の内定」に関して御審議頂いた２８競技

を実施予定です。 

 

【市町別実施競技（１５市町２８競技）】 

市町名 実施競技 市町名 実施競技 

佐賀市 合気道、スカットボール、

パークゴルフ、ビリヤー

ド、ラダーゲッター、ロー

プ・ジャンプ・Ｘ 

基山町 草スキー 

唐津市 スケートボード、滝登り、

ユニカール 

上峰町 シャッフルボード、クッブ 

鳥栖市 室内ペタンク、スポＧＯＭ

Ｉ、ラージボール卓球 

有田町 皿かぶり競走 

武雄市 スポーツウエルネス吹矢、

チャレンジ・ザ・ゲーム 

大町町 ウォーキング 

鹿島市 さわやかグラウンド・ゴル

フ、バッゴー 

江北町 ３Ｂ体操 

嬉野市 スポーツチャンバラ 白石町 ソフトバレーボール 

神埼市 フライングディスク、いご

てだま 

太良町 マリンスポーツ 

吉野ヶ里町 アジャタ   
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（２）実施基準要項について 

デモスポを実施する各競技会の円滑な運営を図るため、今後、市町及び競技団体が策定す

る「競技別実施要項」や「競技別プログラム」等で、原則として記載する事項を定めたもの

です。 

具体的には、「競技別実施要項」では競技会の期日や会場、参加資格やルールなどを定め、

「競技別プログラム」では競技会役員や競技の見方、競技会の組合せ等を定めることになり

ますが、本実施基準要項はこれらを定めるための指針となります。 
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報告事項③ 

 
SAGA2024 イメージソングの制作方針の策定について 

 

１ 制作趣旨 

（１） 歌は、子どもから大人まで、誰でも気軽に触れることができ、親しみを持てるもの

であるため、多くの人に、歌詞・メロディをつうじて、大会に掛ける想い等を分かり

やすく、ストレートに伝えることができる。 

（２） イメージソングを制作し、大会前から、広く活用することで、大会に向けた

「SAGA2024 ムーブメント」（佐賀らしい自発的な県民運動の愛称）の一つとする。 

（３） イメージソングを SAGA2024 のみならず、大会後も、県内の様々なスポーツシーン

で活用することで、本県におけるスポーツ文化の裾野の拡大に寄与することができ

る。 

 

２ 制作方法    

  （１）制作予定者（作詞・作曲・歌唱）について 

・本県にゆかりがあり、スポーツに愛着を持ち理解があるアーティストを中心に依頼

する。 

・歌のチカラで、広く県内外に、メインメッセージ「新しい大会へ。すべての人に、

スポーツのチカラを。」を届けることのできる人を中心に依頼する。 

【理由】 

・プロに依頼することで、質の高い作品が期待できる。 

・大会に掛ける、事務局の想い等を、直接、制作者に伝えることができる。 

・「本県ゆかり」「スポーツに愛着を持ち理解がある」アーティストに依頼するこ

とで、本県のスポーツシーン等をイメージしながらの制作が可能となる。 

・「本県ゆかり」であることにより、県民が親しみを持ちやすくなり、より県内の

ムーブメントの醸成につながる。 

・SAGA2024 国スポ・全障スポは、「国民」が広く参加するスポーツ大会であるた

め、県民はもちろん、国民にも想いを伝えられる人に依頼をすることで、メイ

ンメッセージ「新しい大会へ。すべての人に、スポーツのチカラを。」の実現が

期待できる。 

  （２）制作に当たっての依頼及び調整について 

   ・具体的な依頼及び調整については、事務局と依頼者間において、詳細な条件等につ

いて、限られた期間での交渉を行っていくことが想定されるため、その交渉状況等

を委員長に適宜報告することをもち、事務局に御一任頂き、完成後は広報・県民運

動専門委員会にて報告を行う。 

 

  

令和４年３月１日 第９回広報・県民運動専門委員会承認 
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３ 制作していただく曲のイメージ 

  ・メインメッセージ「新しい大会へ。すべての人に、スポーツのチカラを。」が感じら

れる曲。（「新しい大会」のはじまりが感じられる曲。） 

・より多くの県民が口ずさめるような、県民に親しまれる曲。 

・SAGA2024 のみならず、大会後も、広く県内のスポーツシーンで活用され、愛着を持

たれる曲。 

・県民のみならず、全国のスポーツに関わるすべての人の応援ソングとなるような曲。 

 

４ イメージソングの活用イメージ 

  【会期前】 ・テレビ、ラジオ等でのＣＭ、広報や報道の際のＢＧＭ 

        ・イベント等で披露、ＢＧＭ 

        ・合唱、吹奏楽用に編曲し、教育機関等で活用 

        ・公共機関、ショッピングモール等の館内放送やＢＧＭ 

        ・リハーサル大会の競技会場等で活用  等 

  【会期中】 ・開閉会式（式典前演技等で披露、選手入場ＢＧＭ） 

        ・公共機関、ショッピングモール等の館内放送やＢＧＭ 

・各競技会場での放送  等 

  【会期後】 ・県内のスポーツシーンで活用  等 

 

５ 今後の予定 

   令和４年 ２月    広報・県民運動専門委員会（制作方針の決定） 

 ４月以降  制作依頼 

        秋頃    発表予定 

 

６ 参考 

   昭和 51年開催 第 31 回国民体育大会「若楠国体」               

 佐賀国体の歌 佐賀国体音頭 -ようこそ佐賀へ- 

作 詞 南 英市 岡本 淳三 

作 曲 團 伊玖磨 古賀 政男 

歌 唱 栗林 義信 都 はるみ & 山路 じゅん 
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開催県における大会イメージソングについて（参考） 

  

制作状況 

 国体の開催県の多くが、大会イメージソングを制作している。 

  なお、イメージソングについて、（公財）日本スポーツ協会の「国民体育大会開催基 

準要項」等に規定はなく、各開催県の任意とされており、一般公募や地元出身ミュージシ 

ャン等への依頼などの方法により制作されている。 

（R3～R8 開催県） 

開催県 イメージソング 

R3  三 重 未来に輝け 

R4  栃 木 いちご一会 

R5  鹿児島 ゆめ～KIBAIYANSE～ 

R6  佐 賀 － 

R7 滋 賀 シャイン！！ 

R8 青 森 翔けろ未来へ 
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報告事項④ 
 

ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会競技別リハーサル大会運営要領 

 

 「ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会競技別リハーサル大会開催基準要項」に基づき、ＳＡＧＡ

２０２４国民スポーツ大会競技別リハーサル大会（以下「大会」という。）を開催する場合は、次

の事項を参考にして準備及び運営にあたるものとする。 

 

１ 組織及び業務内容 

  大会の準備・運営に関する組織については、会場地市町等の実情により組織するものとし、そ

の業務内容はＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会の運営に準じ、できる限り簡素・効率化の実現

に努める。 

 

２ 実施要項及びプログラムの作成 

  実施要項及びプログラムの作成に当たっては、次の事項に留意する。 

(1) 大会名には、原則として、「ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会○○競技リハーサル大会」

を併記する。 

(2) 主催・共催・後援及び主管の各団体については、会場地市町等と関係競技団体が協議し、

関係機関と調整の上、決定する。 

   なお、共催・後援等の依頼については、原則として文書で行う。 

(3) プログラムに掲載する内容は、次のとおりとする。 

  ア あいさつ・歓迎のことば 

  イ 役員等一覧 

  ウ 開会式及び閉会式の次第（実施する場合） 

  エ 競技日程・組合せ 

  オ 参加チーム・監督・選手一覧 

  カ 会場案内（競技会場及び練習会場配置図、案内図など） 

  キ その他（過去の成績、競技の見方、交通案内、宿泊案内、関係機関の連絡先など） 

 (4) プログラム等には第 78 回国民スポーツ大会の愛称、メッセージ、ピクトグラム等を掲載

し、啓発に努める。 

    なお、その使用については、「第 78 回国民スポーツ大会・第 23回全国障害者スポーツ大会

ロゴタイプガイドマニュアル」及び「第 78 回国民スポーツ大会・第 23回全国障害者スポー

ツ大会 大会ピクトグラムガイドマニュアル」による。 

 

３ 大会役員及び競技役員等の編成 

  大会役員、競技役員等の編成に当たっては、次の事項に留意する。 

 (1) 県実行委員会が定める「ＳＡＧＡ２０２４競技役員等編成基本方針」に準ずるものとする

が、大会の規模等を考慮し、会場地市町等と関係競技団体で協議の上、編成する。 

 (2) 大会役員、競技役員等の委嘱、及び依頼については、事前に関係者と十分協議の上、原則

として文書で行う。 

 

４ 会場等の借用 

  会場等の借用については、事前に関係者と十分協議し、原則として文書で依頼する。 

  ただし、県有施設については、県実行委員会が別に定める方法によるものとする。 

 

５ 開会式及び閉会式 

  開会式及び閉会式を実施する場合は、簡素・効率的な運営に努めるとともに、選手のコンディ

ションに配慮して実施する。 

令和４年３月１１日 第８回施設・競技専門委員会承認 

-68-



報告事項⑤ 
 

ＳＡＧＡ２０２４自衛隊協力要請基本方針 

 

１ 趣旨  

ＳＡＧＡ２０２４の運営に万全を期すため、自衛隊に協力を要請することとし、

その基本的事項を定めるものとする。 

 

２ 協力要請の範囲 

協力を要請する範囲は、競技会の運営に関する次の事項を基本とする。 

（１）通信に関すること 

（２）輸送に関すること 

（３）医療及び救急に関すること 

（４）会場内外の整理に関すること 

（５）その他競技会の運営の事務に関すること 

 

３ 協力要請期間 

  協力要請期間は、協力要請業務の遂行上必要な期間とする。 

 

４ 協力要請手続き 

  協力要請の手続きは、次により進めるものとする。 

（１）協力要請計画案の作成 

協力を要請する会場地市町等実行委員会（以下「市町等実行委員会」という。）

は、関係競技団体と協議・調整の上、協力要請計画案を作成する。 

（２）協力要請計画書の作成 

   ＳＡＧＡ２０２４実行委員会は、４（１）の協力要請計画案について、自衛隊

及び市町等実行委員会と協議・調整の上、協力要請計画書を作成する。 

（３）協力要請 

   協力要請計画書に基づき、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会会長は防衛大臣に対し、

協力を要請する。 

（４）協定締結 

   ＳＡＧＡ２０２４実行委員会は、協力要請後、自衛隊と協力に関する協定を締

結する。 

 

 

令和３年１０月２７日 第７回施設・競技専門委員会承認 
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５ 業務分担 

  ＳＡＧＡ２０２４実行委員会と市町等実行委員会との業務分担は、概ね次による

ものとする。 

（１）ＳＡＧＡ２０２４実行委員会が分担する業務 

  ア 自衛隊及び関係機関との連絡・調整及び協力要請計画書の作成 

  イ 自衛隊への協力要請及び協定締結 

  ウ 全般的な協力要請業務に係る自衛隊への物品の提供及び便宜供与 

（２）市町等実行委員会が分担する業務 

  ア 関係競技団体との連絡・調整及び協力要請計画案の作成 

  イ 協定締結に基づく競技種目別覚書の交換 

  ウ 自衛隊との細部事項に係る連絡及び調整 

  エ 競技種目別協力要請業務に係る自衛隊への物品の提供及び便宜供与 

 

６ 経費負担区分 

  ＳＡＧＡ２０２４実行委員会及び市町等実行委員会は、前項の業務分担に基づき 

必要な経費をそれぞれ負担する。 

 

７ その他 

  この方針に定めるもののほか、自衛隊への協力要請に関して必要な事項は、別に

定めるものとする。 
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報告事項⑥ 
 

 
  

ＳＡＧＡ２０２４記録業務基本計画 
 

 

ＳＡＧＡ２０２４の競技記録及び競技運営に関する情報（以下「競技記録等」とい

う。）の収集・速報及び総合成績算出に係る業務（以下「記録業務」という。）につい

ては、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会、会場地市町実行委員会（以下「市町実行委員会」

という。）及び関係競技団体が連携して円滑に業務を推進するため、「国民体育大会開

催基準要項」及び「同細則」に基づくとともに、この基本計画により実施する。 

 

１ 対象競技 

ＳＡＧＡ２０２４における正式競技及び特別競技とする。 

 

２ 記録本部 

 ＳＡＧＡ２０２４実行委員会及び市町実行委員会は、記録業務の円滑な推進を図る

ため、それぞれ記録本部を設置する。 

（１）競技会場記録本部 

市町実行委員会及び関係競技団体は、実施競技に関する競技記録等を処理及び発

表し、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会へ送信するための競技会場記録本部を設置す

る。また、複数の会場で実施される競技については、各会場の競技記録等を取りま

とめるための競技記録集約会場を決定し、その他の会場については副会場とする。 

（２）県記録本部 

ＳＡＧＡ２０２４実行委員会は、全競技の実施状況、競技記録等を収集及び発表

し、都道府県総合成績を算出するため、県記録本部を設置する。 

 

３ 業務内容 

（１）競技会場記録本部 

  ア 競技記録等の決定 

競技会場記録本部は、競技の実施状況を把握し、競技記録等を取りまとめる

とともに、競技別総合成績を決定する。 

  イ 記録情報の送信 

競技会場記録本部は、競技記録等及び競技別総合成績を県記録本部へ送信す

る。ただし、副会場については、集約会場へ送信する。 

  ウ 競技会場における競技記録等の発表 

競技会場記録本部は、競技記録等及び競技別総合成績を競技会場において発

表する。 

   

令和３年１０月２７日 第７回施設・競技専門委員会承認 
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エ 緊急時対応の協議・報告 

競技会場記録本部は、競技遅延・中断及び再開・日程変更等が発生した場合、

対応案を協議した上で、県記録本部へ報告する。 

（２）県記録本部 

  ア 競技記録等の収集 

県記録本部は、全競技の競技記録等及び競技別総合成績を競技会場記録本部

又は競技記録集約会場から収集する。 

  イ 競技記録等の発表 

県記録本部は、全競技の競技記録等及び競技別総合成績を発表するとともに、

記録・成績等に関する照会に対応する。 

  ウ 都道府県総合成績の算出・発表 

県記録本部は、収集した競技記録等及び競技別総合成績から、都道府県総合

成績を算出し、発表する。 

  エ 緊急時対応の協議・決定 

    県記録本部は、競技会場記録本部又は競技記録集約会場から緊急時対応案に 

ついて報告を受け、日本スポーツ協会・文部科学省と協議し、対応を決定する。 
 

４ 記録システム 

ＳＡＧＡ２０２４実行委員会は、競技記録等及び競技別総合成績の収集、都道府

県総合成績の算出、発表を正確かつ迅速に処理するため、次により記録処理システ

ムを構築する。 

（１）競技記録等及び競技別総合成績を競技会場記録本部又は競技記録集約会場から

県記録本部へ速やかに送信できるシステム 

（２）競技記録等及び競技別総合成績から、速やかに都道府県総合成績を算出できる

システム 

（３）競技記録等及び競技別総合成績並びに都道府県総合成績を速報できるシステム 

 

５ その他 

（１）公開競技の記録業務 

競技記録等は、中央競技団体がＳＡＧＡ２０２４実行委員会へ報告する。 

（２）デモンストレーションスポーツの記録業務 

競技記録等は、市町実行委員会がＳＡＧＡ２０２４実行委員会へ報告する。 

（３）この基本計画に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  
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報告事項⑦ 

ＳＡＧＡ２０２４自転車（ロード・レース） 
競技会開催実施方針 

 

ＳＡＧＡ２０２４自転車（ロード・レース）競技会（以下「競技会」という。）

は、大分県日田市での開催となることから、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会が、開

催施設が所在する自治体、関係機関・団体等と連携を図り、万全な運営体制の確

立に努めるとともに、すべての人にスポーツのチカラを届ける競技会となるこ

とを目指す。 

なお、いずれの項目についても、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会が定める各種方

針、計画、要項等を基に実施していく。 

 

１ 競技会実施競技及び競技会会場 

実施競技 種別 開催施設（所在市町） 

自転車 

（ロード・レース） 

成年男子 

少年男子 

女子 

オートポリス（大分県日田市） 

 

２ 総務企画関係 

(1) 総務 

   実行委員会内に担当職員を配置し、競技会の開催準備を円滑に進める。 

   また、競技会の運営にあたっては、実施本部を設置し、各競技会運営に万

全を期する。 

(2) 広報 

   競技会開催に向けて、各種イベントや広報媒体を計画的かつ効果的に活

用し広報活動を展開するとともに、競技会の実施状況等を記録にとどめる。 

また、競技会当日は、特産品、土産品等の販売や観光パンフレット活用等

により、佐賀県、大分県及び日田市の魅力を紹介するよう努める。 

 

３ 施設関係 

(1) 競技施設 

   「ＳＡＧＡ２０２４競技施設基準」を踏まえ、競技会の運営に支障がない

よう、施設管理者や競技団体等と協議し、既存の施設を最大限に活用する。 

令和４年３月１６日 第１回自転車（ﾛｰﾄﾞ・ﾚｰｽ）競技会運営委員会承認 
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 (2) 臨時仮設物 

   競技会運営に必要な臨時仮設物、案内所及び休憩所等については、施設管

理者、競技団体及び関係機関等と十分協議し、競技会場やその周辺の安全を

意識した動線計画と併せて整備する。 

 (3) 通信施設 

   競技会運営のために必要な通信設備や場内放送設備、インターネット設

備等を必要箇所に設置する。 

 

４ 競技式典関係 

(1) 競技運営関係 

  ア 競技運営 

    競技運営の諸企画及び実施に当たっては、競技団体及び関係機関と十

分な連携を図るものとする。 

  イ 競技役員等の編成 

    「ＳＡＧＡ２０２４競技役員等編成基本方針」に基づき、競技団体と十

分協議して編成する。 

  ウ 競技用具等の整備 

    「ＳＡＧＡ２０２４競技用具整備基本方針」に基づき、競技団体や施設

管理者等と十分協議し、計画的に整備する。 

  エ 記録業務 

    競技団体と連携を図り、迅速かつ正確に処理する。 

(2) 式典関係 

     開始式及び表彰式は、競技会運営に支障をきたさない規模及び範囲で実

施する。 

（3） リハーサル大会 

リハーサル大会を開催することで万全な競技会運営体制の確立を図ると

ともに、ＳＡＧＡ２０２４自転車（ロード・レース）競技会に対する関心を

高める。 

 

５ 宿泊医事衛生関係 

(1) 宿泊及び食事 

      競技会参加選手、監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「参
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加者」という。）の配宿は、競技会会場及び練習会場までの交通状況等を考

慮し、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会及び会場地市町実行委員会が合同で設

置する配宿本部で一元管理するとともに、一括で配宿を行うこととする。ま

た、参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養バランスに配慮するよう努

める。 

(2) 医事衛生 

    参加者及び一般観覧者が清潔で快適な環境の下で十分な活躍と観覧がで

きるよう、関係機関、団体等の協力を得て、医事・衛生対策（医療救護、防

疫、食品衛生、環境衛生）を実施する。 

 

６ 輸送交通関係 

競技会参加者及び一般観覧者の輸送については、道路及び交通の状況等を勘

案しながら、安全かつ確実に行う。また、期間中の交通渋滞の緩和と交通安全

の確保を図るため、実情に応じて適切な対策を講じる。 

 

７ 警備消防関係 

(1) 警備対策 

競技会場、宿泊施設及び沿道等における事件・事故等の防止を重点とした

適切な警備措置を講じる。また、競技会期間中には、関係機関及び団体等と

の協力を得て防犯対策を推進し、犯罪の防止に努める。 

(2) 消防防災対策 

     競技会場、宿泊施設及び沿道等の火災その他の災害予防及び災害発生時

における情報収集・伝達・避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。

また、競技会期間中の火災その他の災害予防及び災害発生時の被害軽減を

図るため、関係機関及び団体等の協力を得て、防火・防災意識の高揚を図る。 

 (3) 大規模災害・突発重大事案対策 

   競技会場での大規模災害及び突発重大事案発生時における情報収集・伝

達、避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

 

８ その他 

  記載のない項目については別途定める。 
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報告事項⑧ 

ＳＡＧＡ２０２４カヌー（スラローム／ワイルドウォーター）

競技会開催実施方針 
 

ＳＡＧＡ２０２４カヌー（スラローム／ワイルドウォーター）競技会（以下「競

技会」という。）は、鹿児島県姶良郡湧水町での開催となることから、ＳＡＧＡ

２０２４実行委員会が、開催施設が所在する自治体、関係機関・団体等と連携を

図り、万全な運営体制の確立に努めるとともに、すべての人にスポーツのチカラ

を届ける競技会となることを目指す。 

なお、いずれの項目についても、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会が定める各種方

針、計画、要項等を基に実施していく。 

 

１ 競技会実施競技及び競技会会場 

実施競技 種別 開催施設（所在市町） 

カヌー 

（スラローム／ 

ワイルドウォーター） 

成年男子 

成年女子 

湧水町轟の瀬特設カヌー競技場 

（鹿児島県姶良郡湧水町） 

 

２ 総務企画関係 

(1) 総務 

   鹿児島県姶良郡湧水町に事務所を設置し、競技会の開催準備を円滑に進

める。 

   また、競技会の運営にあたっては、実施本部を設置し、各競技会運営に万

全を期する。 

(2) 広報 

   競技会開催に向けて、各種イベントや広報媒体を計画的かつ効果的に活

用し広報活動を展開するとともに、競技会の実施状況等を記録にとどめる。 

また、競技会当日は、特産品、土産品等の販売や観光パンフレット活用等

により、佐賀県、鹿児島県及び湧水町の魅力を紹介するよう努める。 

 

３ 施設関係 

(1) 競技施設 

   「ＳＡＧＡ２０２４競技施設基準」を踏まえ、競技会の運営に支障がない

令和４年３月２２日 第１回カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ/ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ）・競技会運営委員会承認 

-76-



 

 

 

よう、施設管理者や競技団体等と協議し、既存の施設を最大限に活用する。 

 (2) 臨時仮設物 

   競技会運営に必要な臨時仮設物、案内所及び休憩所等については、施設管

理者、競技団体及び関係機関等と十分協議し、競技会場やその周辺の安全を

意識した動線計画と併せて整備する。 

 (3) 通信施設 

   競技会運営のために必要な通信設備や場内放送設備、インターネット設

備等を必要箇所に設置する。 

 

４ 競技式典関係 

(1) 競技運営関係 

  ア 競技運営 

    競技運営の諸企画及び実施に当たっては、競技団体及び関係機関と十

分な連携を図るものとする。 

  イ 競技役員等の編成 

    「ＳＡＧＡ２０２４競技役員等編成基本方針」に基づき、競技団体と十

分協議して編成する。 

  ウ 競技用具等の整備 

    「ＳＡＧＡ２０２４競技用具整備基本方針」に基づき、競技団体や施設

管理者等と十分協議し、計画的に整備する。 

  エ 記録業務 

    競技団体と連携を図り、迅速かつ正確に処理する。 

(2) 式典関係 

     開始式及び表彰式は、競技会運営に支障をきたさない規模及び範囲で実

施する。 

（3） リハーサル大会 

リハーサル大会を開催することで万全な競技会運営体制の確立を図ると

ともに、ＳＡＧＡ２０２４カヌー（スラローム／ワイルドウォーター）競技

会に対する関心を高める。 

 

５ 宿泊医事衛生関係 

(1) 宿泊及び食事 

-77-



 

 

 

      競技会参加選手、監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「参

加者」という。）の配宿は、競技会会場及び練習会場までの交通状況等を考

慮し、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会及び会場地市町実行委員会が合同で設

置する配宿本部で一元管理するとともに、一括で配宿を行うこととする。ま

た、参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養バランスに配慮するよう努

める。 

(2) 医事衛生 

    参加者及び一般観覧者が清潔で快適な環境の下で十分な活躍と観覧がで

きるよう、関係機関、団体等の協力を得て、医事・衛生対策（医療救護、防

疫、食品衛生、環境衛生）を実施する。 

 

６ 輸送交通関係 

競技会参加者及び一般観覧者の輸送については、道路及び交通の状況等を勘

案しながら、安全かつ確実に行う。また、期間中の交通渋滞の緩和と交通安全

の確保を図るため、実情に応じて適切な対策を講じる。 

 

７ 警備消防関係 

(1) 警備対策 

競技会場、宿泊施設及び沿道等における事件・事故等の防止を重点とした

適切な警備措置を講じる。また、競技会期間中には、関係機関及び団体等と

の協力を得て防犯対策を推進し、犯罪の防止に努める。 

(2) 消防防災対策 

     競技会場、宿泊施設及び沿道等の火災その他の災害予防及び災害発生時

における情報収集・伝達・避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。

また、競技会期間中の火災その他の災害予防及び災害発生時の被害軽減を

図るため、関係機関及び団体等の協力を得て、防火・防災意識の高揚を図る。 

 (3) 大規模災害・突発重大事案対策 

   競技会場での大規模災害及び突発重大事案発生時における情報収集・伝

達、避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

 

８ その他 

  記載のない項目については別途定める。 
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報告事項⑨ 
 

 

ＳＡＧＡ２０２４開・閉会式会場等整備基本設計の策定について 

 

本基本設計は、令和２年度に策定した「SAGA2024 開・閉会式会場等整

備基本計画」に基づき、ゾーニング、時間区分ごとの動線、開閉会式運営

に必要な各種仮設施設の配置等について設計するもの。 

なお、会場転換の観点からサンライズパークで開催予定の全国障害者ス

ポーツ大会の陸上競技、水泳競技及びバレーボール競技の会場設備基本設

計も併せて作成。 

  

【基本設計の主な項目】 

ゾーニング計画及び動線計画（時間別）、仮設施設整備計画及び既存施

設利用計画、看板等のサイン計画、電気・放送・給排水等計画、仮設物

の各種図面 等  
 

【開閉会式会場整備スケジュール（予定）】 
Ｒ２年度：基本計画 ＝ ゾーニングや動線の基本的考え方を整理 

Ｒ３年度：基本設計 ＝ ゾーニング・動線（詳細）、仮設物配置、サイン計画※等 

Ｒ４年度：内部検討 ＝ 入場者管理、警備・消防、式典演出内容との調整等 

Ｒ５年度：実施設計 ＝ 内検討を踏まえ、基本設計を詳細化 

Ｒ６年度：SAGA2024 開催 ＝ 設営・監理・撤去 
※ 先催県では、横断幕や看板、フォトスポット等会場装飾物のデザインについても、本基

本設計の一項目として作成していたが、SAGA2024 では、「新しい大会へ」のメインメッ

セージに基づき、スポーツの持つワクワク感や高揚感を増加させることができるような会

場装飾デザインの方向性について別途検討中 

 

令和４年３月１１日 第８回施設・競技専門委員会報告 
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報告事項⑩ 

 

ＳＡＧＡ２０２４競技施設整備計画【第 3 次】の策定について 

 
令和 4 年（2022 年）1 月 

 

１ 趣旨 

ＳＡＧＡ２０２４に向けて、競技施設整備を計画的かつ円滑に推進するため、同大会競

技施設整備基本方針に基づき、中央競技団体正規視察の結果等を踏まえた全般的な整備計

画を策定するものである。 

  なお、本整備計画は昨年度策定した第 2 次計画を見直し、報告するものである。 

現時点における予定であり、今後も状況に応じて見直すものとする。 

 

２ 施設整備区分一覧（令和 4 年１月現在） 

 新設 改修 仮設 既設 検討中 計 

県 4 12 0 2 0 18 

市町 6 23 1 9 0 39 

 間 0 0 0 5 0 5 

計 10 35 1 16 0 62 

  ※変更点の詳細は別添のとおり 

 

３ 用語等の説明 

（１）整備区分は次のとおりとする。 

  ア 「新設」は、新たに常設の競技施設を整備するものをいう。 

  イ 「改修」は、既存の競技施設を改修するものをいう。 

  ウ 「仮設」は、国 スポーツ 会・全国障害者スポーツ 会開催に合わせて臨時的に

競技施設を整備するものをいう。 

  エ 「既設」は、既存の競技施設をそのまま使用するもの（通常の維持修繕を行うもの

を含む。）をいう。 

  オ 「検討中」は、整備区分を検討中のものをいう。 

（２）施設の概要は、新設は整備後の施設概要、改修及び既設は現状の施設概要、仮設は競

技施設基準の数値を記載した。 

 

整備主体 

整備区分 

令和４年３月１１日 第８回施設・競技専門委員会承認 
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施設整備区分一覧の変更箇所  

 

・市町有施設       （第 2 次） （第 3 次）  

伊万里市国見台陸上競技場：既設   → 改修    (区分)（2 次からの変更） 

武雄競輪場       ：検討中 → 改修    改修  → 2 増２減（±0） 

上峰中央公園多目的広場 ：改修    → 既設    検討中 → 0 増 6 減（ 6） 

江北中学校              ：改修  → 既設    既設  → 7 増 1 減（＋6） 

※会場地変更（花山球場 → 江北中学校） 

    

・ 間施設（計５施設）  ：検討中 → 既設 

※ボウルアーガス、若木ゴルフ倶楽部、武雄ゴルフ倶楽部、 

武雄・嬉野カントリークラブ、トヨタ紡織九州クレインアリーナ 
 

 

 

別添 
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習

用
コ

ー
ト

1面
、

ク
ラ

ブ
ハ

ウ
ス

（
事

務
室

、
更

衣
室

､多
目

的
室

、
シ

ャ
ワ

ー

室
）

、
ト

イ
レ

､倉
庫

佐
賀

県
立

森
林

公
園

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

砂
入

り

人
工

芝
8

東
：

55
0

32
0

県
改

修

・
人

工
芝

全
面

張
替

・
フ

ェ
ン

ス
の

更
新

・
ク

ラ
ブ

ハ
ウ

ス
新

築

・
夜

間
照

明
改

修

R
2-

R
4

⇒
⇒

⇒

夜
間

照
明

､更
衣

室
､

シ
ャ

ワ
ー

室
､会

議

室
､ト

イ
レ

､倉
庫

さ
が

み
ど

り
の

森
球

場
高

等
学

校
野

球
硬

式
土

天
然

芝
1

75
0

16
,5

00
県

改
修

・
夜

間
照

明
改

修

・
内

野
ベ

ン
チ

更
新

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

土
の

改
修

・
ス

コ
ア

ボ
ー

ド
の

改
修

H
30

-R
5

⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒

会
議

室
､役

員
室

､記

録
放

送
室

､場
内

放

送
､ス

コ
ア

ボ
ー

ド
､

夜
間

照
明

、
審

判
員

室
､審

判
員

控
室

､作

業
室

､選
手

控
室

､ト

レ
ー

ニ
ン

グ
室

､ト
イ

レ

佐
賀

市
テ

ニ
ス

全
種

別

中
堅

 1
22

ｍ

両
翼

99
.1

ｍ
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6
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整
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主
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整
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整
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整

備
年

次
計

画
）

付
帯

施
設

等

佐
賀

県
警

察
学

校
ラ

イ
フ

ル
射

撃

ラ
イ

フ
ル

射
撃

（
25

ｍ
）

・
成

年
男

子

県
改

修

・
固

定
標

的
定

期
点

検

・
固

定
標

的
装

置
無

停
電

電
源

装

置
更

新

R
3,

R
6

⇒
⇒

体
育

館
、

武
道

場

ボ
ー

ト
全

種
別

5
1,

00
0

68

カ
ヌ

ー
ｽﾌ

ﾟﾘ
ﾝﾄ

・

全
種

別
9

50
0

81

佐
賀

市
健

康
運

動
セ

ン
タ

ー
サ

ッ
カ

ー
成

年
女

子

少
年

女
子

天
然

芝
10

5
68

1
16

0
市

既
設

更
衣

室
、

シ
ャ

ワ
ー

室
、

ト
イ

レ
等

ボ
ウ

リ
ン

グ
全

種
別

ボ
ウ

リ
ン

グ
 (

全
障

ス
ポ

：
知

)

佐
賀

市

佐
賀

県
射

撃
研

修
セ

ン
タ

ー
ク

レ
ー

射
撃

成
年

ト
ラ

ッ
プ

射
場

 
１

⇒
⇒

⇒
⇒

⇒

富
士

し
ゃ

く
な

げ
湖

ボ
ー

ト
・

カ

ヌ
ー

競
技

施
設

（
仮

称
）

0
市

新
設

・
ボ

ー
ト

、
カ

ヌ
ー

コ
ー

ス
の

新

設 ・
艇

庫
、

管
理

棟
の

新
設

H
30

-R
4

会
議

室
、

ト
イ

レ

事
務

室
、

研
修

室
、

銃
器

保
管

庫
、

指
導

員
室

、
実

包
庫

、
ト

イ
レ

ス
キ

ー
ト

射
場

 
１

15
射

座

⇒

艇
庫

、
管

理
棟

ー

⇒
県

改
修

・
放

出
機

等
更

新

・
プ

ー
ラ

ー
ハ

ウ
ス

移
設

・
ス

キ
ー

ト
射

場
屋

根
の

改
修

R
2-

R
3

ボ
ウ

ル
ア

ー
ガ

ス
36

レ
ー

ン
47

.0
11

5
44

5
-

既
設
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H
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3
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4
R
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R

6
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場
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市
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名
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種
目
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別

施
設
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整

備

主
体

整
備
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分

主
な

整
備

内
容

整
備

年
度

（
整

備
年

次
計

画
）

付
帯

施
設

等

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル

少
年

男
子

車
い

す
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル

(全
障

ス
ポ

：
身

）

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

全
種

別
8

唐
津

市
相

知
天

徳
の

丘
運

動
公

園

社
会

体
育

館
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
成

年
男

子

成
年

女
子

R
C

37
.9

32
.0

1
1,

10
0

市
改

修

・
ト

イ
レ

改
修

・
床

の
研

磨

・
天

井
の

改
修

R
1-

R
2,

R
4-

R
5

⇒
⇒

⇒
⇒

更
衣

室
､シ

ャ
ワ

ー

室
､ト

イ
レ

､会
議

室

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル

少
年

女
子

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル

(全
障

ス
ポ

：
知

)

佐
賀

県
立

唐
津

工
業

高
等

学
校

体
育

館
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
成

年
男

子
R

C
42

.2
32

.0
1

96
2

県
改

修

 ・
照

明
の

改
修

・
床

の
研

磨
等

R
2-

R
3

R
5

⇒
⇒

⇒

更
衣

室
､ト

イ
レ

､武

道
場

､倉
庫

､ス
テ

ー

ジ
､体

育
教

官
室

唐
津

市
立

浜
玉

中
学

校
体

育
館

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル

成
年

女
子

R
C

32
.0

44
.5

1
49

0
市

既
設

更
衣

室
､ト

イ
レ

佐
賀

県
ヨ

ッ
ト

ハ
ー

バ
ー

セ
ー

リ
ン

グ
全

種
別

海
面

2
県

改
修

・
艇

置
場

改
修

・
ス

ロ
ー

プ
改

修

・
屋

外
照

明
設

備
改

修

Ｒ
2-

R
4

⇒
⇒

⇒

管
理

棟
､艇

庫
､作

業

棟
､艇

置
場

､浮
桟

橋
､

車
庫

､ト
イ

レ

松
浦

河
畔

公
園

庭
球

場
砂

入
り

人
工

芝
12

市
改

修
 

R
2-

R
3

⇒
⇒

更
衣

室
､シ

ャ
ワ

ー

室
､会

議
室

､ト
イ

レ

佐
賀

県
立

唐
津

東
高

等
学

校
・

唐
津

東
中

学
校

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

砂
入

り

人
工

芝
6

県
改

修
・

コ
ー

ト
の

人
工

芝
化

R
1-

R
3

⇒
⇒

⇒
検

討
中

唐
津

市
野

球
場

（
SH

O
W

A
ハ

ン
バ

ー
ガ

ー

ス
タ

ジ
ア

ム
唐

津
）

軟
式

野
球

成
年

男
子

土

天
然

芝
1

内
野

50
0

外
野

30
0

1,
30

9
市

改
修

全
面

改
修

H
29

-R
2

⇒
⇒

⇒
⇒

役
員

本
部

席
､記

録
放

送
室

､記
録

者
報

道
関

係
室

､管
理

室
､更

衣

室
､シ

ャ
ワ

ー
室

ト
ラ

イ
ア

ス
ロ

ン
成

年
男

子

成
年

女
子

市
仮

設
-

⇒

更
衣

室
､シ

ャ
ワ

ー

室
､ト

イ
レ

､会
議

室
､

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
､役

員
室

､記
録

室
､医

務

室

体
育

館
R

C
42

.0
34

.2
2

1,
10

0
市

⇒
⇒

⇒
⇒

1,
20

0
90

0
市

改
修

・
ト

イ
レ

改
修

・
床

の
研

磨

・
外

壁
の

補
修

等

H
30

-R
3

R
5

⇒
⇒

全
種

別

中
堅

12
1

両
翼

 9
6

ス
イ

ム
1.

5k
m

 
バ

イ
ク

40
.0

km
 

ラ
ン

10
.0

km

改
修

・
ト

イ
レ

改
修

・
床

の
研

磨

・
天

井
の

改
修

R
1-

R
3

R
5

唐
津

市
文

化
体

育
館

R
C

37
42

2

更
衣

室
､シ

ャ
ワ

ー

室
､ト

イ
レ

､会
議

室
⇒

⇒

ソ
フ

ト
テ

ニ
ス

唐
津

市

-87-



観
客

席
数

構
造

・

表
層

縦
（

ｍ
）

横
（

ｍ
）

面
数

等
照

度
（

ﾙｸ
ｽ）

固
定

席
H

29
H

30
R

1
R

2
R

3
R

4
R

5
R

6
会

場
地

市
町

競
技

施
設

名
競

技
名

種
目
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の
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要
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備
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体

整
備
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主
な

整
備

内
容

整
備

年
度

（
整

備
年

次
計

画
）

付
帯

施
設

等

鳥
栖

ス
タ

ジ
ア

ム

（
駅

前
不

動
産

ス
タ

ジ
ア

ム
）

天
然

芝
12

5
78

1
1,

50
0

17
,6

20
市

既
設

本
部

室
、

更
衣

室
、

放
送

室
、

医
務

室
、

大
型

映
像

装
置

、
記

者
室

等
、

ト
イ

レ

サ
ッ

カ
ー

 (
全

障
ス

ポ
：

知
)

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

少
年

女
子

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

 (
全

障
ス

ポ
：

知
)

空
手

道
全

種
別

4

高
等

学
校

野
球

軟
式

土

天
然

芝
1

70
0

2,
00

0
市

改
修

・
ス

コ
ア

ボ
ー

ド
更

新

・
外

壁
改

修

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
ス

タ
ン

ド
、

   
 ベ

ン
チ

の
更

新

・
ト

イ
レ

U
D

化

R
1-

R
5

⇒
⇒

⇒
⇒

⇒

ト
イ

レ
、

本
部

室
、

審
判

室
、

ス
コ

ア

ボ
ー

ド
、

放
送

室
、

ス
タ

ン
ド

、
グ

ラ
ウ

ン
ド

多
久

市
弓

道
場

（
仮

称
）

弓
道

全
種

別
近

的
14

2

遠
的

 
0

市
新

設
弓

道
場

の
新

設
H

30
-R

3
⇒

⇒
⇒

⇒

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム
、

更
衣

室
、

ト
イ

レ
、

事
務

室
等

15
.0

ｍ
12

.0
ｍ

1
・

リ
ー

ド
施

設
の

新
設

4.
8ｍ

30
.0

ｍ
1

・
ボ

ル
ダ

リ
ン

グ
施

設
の

新
設

既
設

サ
ッ

カ
ー

少
年

男
子

更
衣

室
、

シ
ャ

ワ
ー

室
、

ト
イ

レ
、

柔
道

場
、

剣
道

場
、

多
目

的
ホ

ー
ル

、
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
室

⇒
⇒

⇒
64

8
市

改
修

・
空

調
整

備

・
ア

リ
ー

ナ
の

床
研

磨

・
ア

リ
ー

ナ
照

明
改

修

・
ト

イ
レ

U
D

化

R
2-

R
4

鳥
栖

市

鳥
栖

ス
タ

ジ
ア

ム
北

部
グ

ラ
ウ

ン
ド

天
然

芝
10

7
更

衣
室

、
シ

ャ
ワ

ー

室
、

ト
イ

レ

R
C

34
38

2

1,
00

0

ー
73

2
90

市

中
堅

12
0ｍ

両
翼

92
ｍ

多
久

市

近
的

 
10

人
立

遠
的

 
 6

人
立

⇒
⇒

⇒
・

ス
ピ

ー
ド

施
設

・
付

帯
棟

S造
佐

賀
県

立
多

久
高

等
学

校

ク
ラ

イ
ミ

ン
グ

施
設

（
仮

称
）

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

イ
ミ

ン
グ

全
種

別
県

新
設

R
1-

R
4

⇒
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備
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体

整
備
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分

主
な

整
備
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容

整
備

年
度

（
整

備
年

次
計

画
）

付
帯

施
設

等

水
泳

O
W

S・

男
子

女
子

更
衣

室
、

シ
ャ

ワ
ー

室
、

ト
イ

レ

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

ﾋﾞ
ｰﾁ

ﾊﾞ
ﾚｰ

ﾎﾞ
ｰﾙ

・

少
年

男
子

少
年

女
子

更
衣

室
、

シ
ャ

ワ
ー

室
、

ト
イ

レ

佐
賀

県
立

伊
万

里
実

業
高

等
学

校

（
商

業
キ

ャ
ン

パ
ス

）
運

動
場

少
年

男
子

少
年

女
子

人
工

芝
10

1.
4ｍ

61
.0

ｍ
1

県
新

設
ホ

ッ
ケ

ー
場

新
設

（
人

工
芝

化
）

R
1-

R
3

⇒
⇒

⇒
体

育
館

、
武

道
場

、

ト
イ

レ

伊
万

里
市

国
見

台
球

技
場

成
年

男
子

成
年

女
子

人
工

芝
1

22
6

市
新

設

・
人

工
芝

敷
設

・
ト

イ
レ

Ｕ
Ｄ

化

・
防

球
フ

ェ
ン

ス
設

置

・
夜

間
照

明
改

修

R
2-

R
4

⇒
⇒

⇒
ト

イ
レ

、
夜

間
照

明

施
設

伊
万

里
市

国
見

台
野

球
場

軟
式

野
球

成
年

男
子

土

天
然

芝
1

50
0

1,
50

0
市

改
修

・
ラ

バ
ー

フ
ェ

ン
ス

改
修

・
ト

イ
レ

Ｕ
Ｄ

化

・
建

物
諸

室
改

修

・
ス

コ
ア

ボ
ー

ド
改

修

・
夜

間
照

明
改

修

R
2-

R
4

⇒
⇒

⇒

選
手

控
室

、
ト

イ

レ
、

審
判

室
、

会
議

室
、

事
務

室
、

放
送

室
、

夜
間

照
明

施
設

伊
万

里
市

国
見

台
陸

上
競

技
場

フ
ラ

イ
ン

グ
デ

ィ
ス

ク

 (
全

障
ス

ポ
：

身
・

知
)

エ
ン

ボ

ス 舗
装

　
1

50
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報告事項⑪ 

 

  

ＳＡＧＡ２０２４会場地市町警備・消防防災業務指針 
 

１ 目的 

この指針は、ＳＡＧＡ２０２４警備・消防防災基本計画に基づき、第 78 回国 

スポーツ大会において会場地市町が実施する警備・消防防災業務推進の基本的事項

を定めることにより、その円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

２ 実施業務 

（１）自主警備業務 

ア 自主警備体制の確立に関すること。 

イ 雑踏事故、事件等の防止に関すること。 

ウ 交通整理誘導に関すること。 

エ 警察、消防防災、医療等の関係機関及び団体等（以下「関係機関及び団体等」 

という。）との緊密な連携に関すること。 

（２）消防防災業務 

ア 火災その他災害の予防に関すること。 

イ 火災その他災害発生時の情報収集・伝達、避難誘導及び消防防災体制（救急・ 

救助体制を含む。）の確立に関すること。 

ウ 関係機関及び団体等との緊密な連携に関すること。 

（３）大規模災害・突発重大事案対策業務 

ア 発生に備えた連絡調整体制及び臨時組織体制の整備確立に関すること。 

イ 発生時の情報収集・伝達、避難誘導及び救急・救助体制の確立に関すること。 

ウ 発生時の関係機関及び団体等との緊密な連携に関すること。 

 

３ 実施機関 

会場地市町は、県と相互に連携を図るとともに、関係機関及び団体等の協力を得 

て、上記の業務を実施する。 

 

４ 実施場所 

競技会場、練習会場、宿泊施設及び主催する関連イベント会場並びにその周辺の 

沿道（以下「競技会場等」という。）について、警備・消防防災業務を実施する。 

令和４年２月９日 第３回警備・消防専門委員会承認 
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５ 業務内容 

（１）大会準備期間中 

別記１「大会準備期間中における実施細目」のとおりとする。 

（２）大会開催期間中 

別記２「大会開催期間中における実施細目」のとおりとする。 

 

６ その他 

（１）広域配宿に係る実施業務 

広域配宿に係る実施業務については、広域配宿を実施する会場地市町が県と連 

携を図り、当該配宿先を所管する関係機関及び団体等と協議し、必要な対策を推 

進する。 

（２）事件・事故防止対策及び防火防災対策の推進 

会場地市町は、県と連携を図り、事件・事故防止対策及び防火防災対策推進の 

ため、警察・消防防災機関へ諸対策の協力を依頼する。 

（３）第 23 回全国障害者スポーツ大会 

市町（会場地以外の市町を含む。）の全国障害者スポーツ大会の競技会運営に 

係る実施業務、実施場所、業務内容については、県が策定する各種実施計画等に 

基づき、県と連携して実施する。 

（４）その他 

この指針に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 
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別記１  

「大会準備期間中における実施細目」 

 

１ 業務内容 

（１）自主警備業務 

ア 会場管理運営要綱（仮称）の作成 

イ 会場地市町自主警備実施計画の作成 

ウ 自主警備体制の整備確立 

エ 実地踏査の実施 

オ 通信体制の整備確立 

カ 施設、構造物の安全対策の推進 

キ 警備員等の人員確保と事前研修・訓練の実施 

ク 関係機関及び団体等との連絡協力体制の確立 

（２）消防防災業務 

ア 会場地市町消防防災実施計画の作成 

イ 消防防災体制（救急・救助体制を含む。）の整備確立 

ウ 実地踏査の実施 

エ 通信体制の整備確立 

オ 消防ポンプ自動車、救急自動車の配備依頼 

カ 消防機関と連携した消防防災設備の点検整備及び防火安全対策の推進 

キ 防火防災意識の啓発活動の推進 

ク 関係機関及び団体等との連絡協力体制の確立 

（３）大規模災害・突発重大事案対策業務 

ア 会場地市町大規模災害・突発重大事案対策実施計画の作成 

イ 発生に備えた情報収集・連絡体制の整備確立 

ウ 発生に備えた通信体制の整備確立 

エ 大会に参加する選手、監督、役員、視察員、報道及びその他関係者並びに 

一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の安全確保及び避難誘導体制の 

確立 

オ 発生に備えた救急・救助体制及び医療機関等の協力による救急搬送体制の 

整備確立 

カ 発生した場合の各種対策の周知 
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別記２  

「大会開催期間中における実施細目」 

 

１ 実施体制 

会場地市町は、関係機関及び団体等の指導、助言を得て、競技会場等の規模、

内容、施設の状況等に応じた警備・消防防災体制とする。 

（１）会場地市町実施本部（仮称）に会場地市町警備・消防防災本部（仮称）を置

く。 

（２）会場地市町警備・消防防災本部（仮称）は、必要に応じて競技会場等に現地

警備・消防防災本部（仮称）を置く。 

（３）会場地市町実施本部（仮称）は、大規模災害・突発重大事案が発生又は発生

の恐れがある場合、関係機関及び団体等と緊密な連携を図りながら迅速かつ的

確な初動措置を執るとともに、事案の態様、規模等を勘案し、必要に応じて地

域防災計画等に基づき、その体制に移行又は連携協力する。 

 

２ 業務内容 

（１）自主警備業務 

ア 会場管理運営要綱（仮称）及び施設管理規程に基づく会場管理 

イ 会場地市町自主警備実施計画に基づく自主警備の実施 

ウ 通信手段の確保、運用 

エ 大会参加者等の案内及び誘導 

オ 関係車両の案内、誘導、交通整理及び駐車場利用状況の把握 

カ 入退場者管理（手荷物検査、持ち込み禁止物一時預かり等） 

キ 雑踏警備の実施 

ク 不審者、不審物の発見と適切な対応 

ケ 会場施設への不法侵入予防、施錠確認等の管理 

コ 犯罪行為等、円滑な大会運営を妨害しようとする者への対応 

サ 迷子、遺失物等への対応 

シ 関係機関及び団体等との緊密な連携 

（２）消防防災業務 

ア 火災の警戒及び初期消火活動 

イ 火災その他災害情報の収集、伝達及び通報 

ウ 会場定員管理 

エ 会場等における消防用設備等の点検 
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オ 消防防災業務に必要な通信施設及びその他機械器具等の配備 

カ 通信体制の確保、運用 

キ 救急・救助及び医療機関等の協力による救急搬送の実施 

ク 火災その他災害発生時における避難経路の確保及び避難誘導 

ケ 関係機関及び団体等との緊密な連携及び情報交換 

（３）大規模災害・突発重大事案対策業務 

ア 発生時における事案の概要、被害状況の把握及び交通情報の収集 

イ 発生時における大会参加者等の安全確保及び避難誘導 

ウ 発生時における緊急車両の誘導及び通行路の確保 

エ 発生時における救急・救助及び医療機関等の協力による救急搬送の実施 

オ 発生時における通信手段の確保、運用 

カ 発生時における関係機関との緊密な連携 

キ 発生時における県及び市町災害対策本部との連携（各対策本部が設置され 

た場合） 
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報告事項⑫ 

国スポバス斡旋方式について 

 
１．バス斡旋実施のねらい 

国スポ開催時期が貸切バスの繁忙期になるため、国スポ参加者の輸送（県：開閉
会式輸送 市町：競技会輸送）に必要なバス台数が県内バス事業者の提供可能台数
のみでは不足することが見込まれる。 

このため、県と市町がバス事業者への提供依頼及びバスの割当実施を一本化する
ことによりバスの確保競争を防ぎ、県内外のバスの円滑かつ効率的な確保を図る
「バス斡旋方式」を実施する予定。 

なお、バス斡旋方式は全市町に同意いただくことによりバスの効率的な確保がで
きるため、バス斡旋に係る意向調査を事前に行った結果、県内全市町に賛同いただ
いた。 

 
２．県によるバス確保対策 

令和４年度 国スポ輸送業務委託の中で、開閉会式輸送
並びに競技会輸送に必要なバスの確保を実施する。 

確保に当たっては、県内バスの確保を最優先とするが、本会期を中心としてかな

めていく。 
 
３．市町へのバス斡旋の方法 
（バスの斡旋） 

・市町に対するバスの斡旋は、県が輸送業務を委託する輸送受託事業者（第 1 種
旅行業者）が行う。 

（運賃・料金体系） 
適正なバス借上料金等を設定するための必要な調査等を行い、九州運輸局が公

示している「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について（平
成 26 年九運公福第 61 号）」を踏まえたバス運賃及び料金等（以下、「運賃体系」
という。）の案を設定し、令和 4 年度中に市町に通知する。その後、市町との調
整を経て料金体系を決定する。 

（契約と精算） 
市町は、バスを斡旋する輸送受託事業者と個別に委託契約を締結し、運賃体系

に基づく統一運賃でバスの斡旋を受け、業務終了後に精算する。 
 

４．その他 
 斡旋されたバスの運用（輸送実施計画の策定及び輸送業務の実施）は市町で行う。 

令和４年１月３１日 第５回輸送・交通専門委員会報告 

-99-



 

報告事項⑬ 

ＳＡＧＡ２０２４医療救護実施要領 

 

１ 趣旨 

この実施要領は、ＳＡＧＡ２０２４において、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会

（以下「県実行委員会」という。）が実施する医療救護に関して必要な事項を

定める。 

 

２ 両大会の開・閉会式等における医療救護 

（１）救護本部の設置 

  ア 救護本部設置計画を作成し、人員の配置及び必要な物品について配備

するとともに、通信連絡体制を整備する。 

  イ 救護班及び移動救護班と連絡調整を行い、医療救護業務を統括する。 

  ウ 医療機関に搬送する必要のある傷病者が発生した場合は、直ちに救急

自動車等の出動を要請し、搬送措置を講じる。 

  エ 開設時間は、会場の開場（開門）１時間前から終了 30 分後までとし、

必要に応じて変更する。 

  オ 当日の業務終了後、「処置記録兼診療依頼書（様式第１号）」、「移動

救護対応記録（様式第３号）、「取扱傷病者一覧表（様式第４号）」をと

りまとめる。 

  カ 医療機関に搬送した傷病者については、その後の症状・経過を把握する

ように努める。 

  キ 傷病者に関する情報を記録し、関係者からの問い合わせに対応する。 

  ク 会期に応じて、会場地域の休日診療・救急当番一覧表を作成する。 

（２）救護所の設置 

  ア 救護所の設置計画及び救護班配置計画を作成し、効果的な場所に、適切

な数の救護所の設置及び救護班の配置をするとともに、通信連絡体制を

整備する。 

  イ 内部は、衛生管理に留意するとともに、外部から見えないよう配慮する。 

  ウ 救護班には、必要に応じて担当区域内を巡回する移動救護班を編成す

る。なお、班の編成及び担当区域は、別に定める。 

  エ 救護所及び移動救護班に配備する医薬品、医療器具、衛生材料、ＡＥＤ

（自動体外式除細動器）、通信機器、書類保管庫（施錠付）その他必要な

物品等を配備する。なお、ドーピング禁止物質を含有する医薬品は、配備

しない。 

  オ 開設時間は、総合開・閉会式会場等の開場（開門）１時間前から終了 30

令和４年３月２日 第６回宿泊・医事・衛生専門委員会承認 
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分後までとし、必要に応じて変更する。 

カ 救護所の出入り口付近には、救護所を明示する看板及び赤十字標章を

表示するとともに、必要な場所に救護所の案内標識を設置する。 

（３）応急処置の実施 

   救護班及び移動救護班は、傷病者の早期発見及び応急処置を行うととも

に、以下の事務処理を行う。なお、移動救護班は必要な場合、最寄りの救護

所へ傷病者を搬送する。 

  ア 救護班は、様式第１号及び様式第４号に所定の事項を記載する。 

  イ 移動救護班は、様式第３号及び様式第４号に所定の事項を記載する。 

  ウ 傷病者を医療機関に搬送する必要がある場合は、救護本部に連絡する。 

  エ 医療機関に搬送する傷病者又は関係者に対し、様式第１号の写し及び

「搬送先医療機関診療結果報告書（様式第２号）」を交付する。 

  オ 当日の業務終了後、様式第１号、様式第３号、様式第４号を救護本部に

提出する。 

（４）救急自動車の配備 

   関係機関と協議し、配備する場合には、適切な場所に、適切な台数を配備

する。 

（５）医療機関の確保等 

   関係団体と連携し、傷病者が円滑に医療機関を受診できるよう救急医療

体制を整える。 

（６）両大会リハーサルにおける医療救護は、上記２（１）～（５）に準じて実

施する。 

 

３ 国民スポーツ大会の県外競技会場、全国障害者スポーツ大会の競技会場及

び練習会場における医療救護 

  救護所の設置、救護班の業務その他の医療救護に必要な事項については、上

記２に準じ、必要な医療救護体制を整備する。 

 

４ 県実行委員会主催の両大会関連イベント会場等における医療救護 

  イベント内容に応じ、必要な医療救護体制を整備する。 

 

５ 国民スポーツ大会の県外競技及び全国障害者スポーツ大会の宿泊施設にお

ける医療救護 

  選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者が宿泊施設で発病・

負傷した場合、最寄りの医療機関の紹介又は救急自動車の出動要請等を行う

とともに、速やかに、県実行委員会に報告するよう、宿泊施設の責任者に対し
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て、周知徹底を図る。 

 

６ 医療救護体制の周知 

  傷病者発生時に患者への対応が適切に行われるよう、両大会参加者や宿泊

施設、医療・消防機関に対して、以下の方法等により周知を行う。 

（１）リーフレット等の作成及び配布・掲示 

（２）通知文により開催のお知らせを行う 

 

７ 業務マニュアルの作成及び研修の実施 

  医療救護に従事する実施本部員を対象とした業務マニュアルを作成し、研

修を実施する。 

 

８ その他 

（１）服装は、医療救護関係者であることが分かるよう配慮する。 

（２）傷病者のプライバシーの保護に努める。 

（３）この要領に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は、別

に定める。 
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様式 第1号

発行番号 　Ｎｏ．

移動救護（　　　　　　班） 対応記録Ｎｏ．

　 令和　　　年　　　月　　　日

　式典中・競技中・観戦中・移動中
　その他（　　 　　　　　　　）

参加区分
  選手 ・ 監督 ・ 役員 ・ 観客

  その他（　　　　　　　　）

 Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 　競技名（　　 　　　　　　　）

　　　年　　月　　日生　　歳 　会場名（　　　   　  　　　）

 都道府県名（　　　　　） 宿舎の名称

（TEL　　  －　　　－　  　　）

４　現病歴

５　既往歴

処置記録兼診療依頼書

会　長　　　山口　祥義

　本書を医療機関へ送付すること並びに搬送先医療機関からＳＡＧＡ２０２４実行委員会に返送することについて
は、個人情報の保護に万全を期すとともに国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の統計資料及び保健所
等が行う感染症や食中毒等の調査に利用すること以外には使用しないことを条件に承諾します。

同意欄（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

６　処置内容(処置時間：　　　時　　　分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＳＡＧＡ２０２４実行委員会

　ＳＡＧＡ２０２４（　国スポ　・　全障スポ　）において発症した上記の者に対する診療をお願いいたします。

　移送先医療機関　担当医　様

９　搬送（　　有　・　無　　）　　　救護所医師等氏名　　　　　　　　　　　　　　.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　　月　　　　日

８　備考

取扱救護所

付添者

発症場所 発行日時
午前・午後　　　時　　分頃

生年月日

他

対応移動救護班

傷病
者情
報

競技／会場

（TEL　　    　－　　　　－　　  　　）

住　所

連絡先

ふりがな

氏名

保険証所持の
有無

　　　体温（　　　　℃）、　血圧（　　　　／　　　　mmHg）、脈拍（　　　　　／回）

７　使用医薬品

有　　　　　・　　　　　無

１　傷病内容

　　胃腸障害、 感冒、 貧血、 頭痛、 熱中症、 疲労、 眼症、 耳症、　打撲、

　　捻挫、　骨折、 脱臼、 筋腱断裂、 挫創、 切創、 裂創、 歯牙の外傷、

　　その他

３　発症（事故）原因

応
　
急
　
手
　
当
　
の
　
内
　
容

２　受傷部位

男
・
女

男
・
女
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様式第2号

【救護所で記載】

宛　先　：　SAGA２０２４実行委員会事務局               　

　　　医療救護担当者あて ＦＡＸ番号　０９５２－２５－○○○○

医療機関名 担当者

（所属）

住所 （氏名）

TEL FAX

TEL　０９５２－２５－○○○○　　    　　　ＳＡＧＡ２０２４実行委員会事務局

発
　
　
信
　
　
者
　
　
名

２　治療内容・使用医薬品

　下記診療内容欄等に記入後、この用紙を、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会事務局まで当日中にＦＡＸで
ご送付いただきますようお願いいたします。

３　その他

取扱救護所 診療依頼書発行番号

搬送先医療機関診療結果報告書

※　ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診療医師名

診
　
　
　
療
　
　
　
内
　
　
　
容

１　傷病名
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   様式第3号

　 　月 　 日（　）

№ 時間 場所 区分 傷病者情報 傷病内容 対応

選手 (氏名）

監督

役員

観客 (住所）

式典出席者

他（　　　　　　） （TEL)

選手 (氏名）

監督

役員

観客 (住所）

式典出席者

他（　　　　　　） （TEL)

選手 (氏名）

監督

役員

観客 (住所）

式典出席者

他（　　　　　　） （TEL)

選手 (氏名）

監督

役員

観客 (住所）

式典出席者

他（　　　　　　） （TEL)

選手 (氏名）

監督

役員

観客 (住所）

式典出席者

他（　　　　　　） （TEL)

移動救護（　　　　班）対応記録

第　　救護所へ移送

第　　救護所へ移送

第　　救護所へ移送

第　　救護所へ移送

第　　救護所へ移送
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様式第4号

　 　月 　 日（　　） 　　　　　　　　　　　　　　　　救護所・救護班

選手 監督 役員 観客 その他 計 選手 監督 役員 観客 その他 計

合 計

取扱傷病者数 医療機関搬送者の数

感冒

頭痛

骨折

胃腸障害

(挫･切･裂)創

歯牙の外傷

その他

捻挫

筋腱断裂

疲労

眼症

耳症

取扱傷病者一覧表

打撲

貧血

熱中症

脱臼

区分
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報告事項⑭ 

ＳＡＧＡ２０２４市町医療救護業務推進指針 

 

１ 趣旨 

この指針は、第 78 回国民スポーツ大会医療救護要項に基づき、ＳＡＧＡ２

０２４国民スポーツ大会（以下「大会」という。）において、会場地市町準備

（実行）委員会（以下「会場地委員会」という。）が実施する医療救護に関し

て必要な事項を定める。 

 

２ 実施場所 

（１）競技会場及び練習会場 

（２）会場地委員会主催の大会関連イベント会場等 

（３）宿泊施設（転用施設を含む。） 

 

３ 実施体制 

  会場地委員会は、医療救護業務を実施するため、競技会場に救護所を設置す

る。また、必要に応じて救護本部を設置し、医療救護業務を総括する。 

 

４ 実施業務 

  会場地委員会が行う医療救護業務は、次のとおりとする。 

（１）競技会場における医療救護 

   救護所の設置計画及び救護班の配置計画を作成し、効果的な場所に、適切

な数の救護所を設置する。設置に当たっては、当該会場の想定来場者数や諸

条件等を考慮し、必要に応じて救護所の複数設置やそれに伴う救護本部の

設置、移動救護班の編成も検討・実施する。また、通信連絡体制を整備する。 

ア 救護所の設置 

（ア）救護所は、救護活動及び競技に支障のないよう、競技会場の適切な場

所に設置する。 

   （イ）救護所出入り口付近には、救護所を明示する看板等を設置する。 

（ウ）救護所内部は、衛生管理に十分留意するとともに、外部から見えない

よう配慮する。 

（エ）開設時間は、各会場の開場（開門）１時間前から終了 30 分後までと

し、必要に応じて変更する。 

イ 救護班の編成 

（ア）救護班は、医師・歯科医師・看護師・保健師・アスレティックトレー

ナー・事務職員等により、必要に応じた班編成とする。 

令和４年３月２日 第６回宿泊・医事・衛生専門委員会承認 
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（イ）救護班に従事する医師・看護師等の編成については競技の特性を勘案

し、競技団体と協議の上、医療機関・関係団体等の協力を得て行う。 

ウ 医薬品等の配備 

（ア）救護所には、会場及び競技の特性を勘案の上、必要に応じて医薬品、        

医療器具、衛生材料、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、その他の物品を配

備するとともに、電話、ファクシミリ等通信機器、コピー機、書類保管

庫（施錠付）等を配備する。 

（イ）医薬品については、ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備しな

い。 

エ 応急処置 

    救護班及び移動救護班は、傷病者の早期発見及び応急処置を行うとと

もに、以下の事務処理を行う。 

（ア）応急処置を実施した場合、「処置記録兼診療依頼書（参考様式第１号）」

に所定の事項を記載する。 

  （イ）医療機関に搬送する必要のある傷病者が発生した場合は、直ちに救急

自動車等の出動を要請し、搬送措置を講じる。 

オ 救急搬送 

    関係機関と協議し、救急自動車を配備する場合には、適切な場所に、適 

切な台数を配備する。 

  （ア）救護班は、救急自動車等の出動を要請する等の措置を講じた場合は、

所定の事項を記載した参考様式第１号の写し及び搬送先医療機関に記

載してもらう「搬送先医療機関診療結果報告書（参考様式第２号）」を搬

送する傷病者又は関係者に交付する。 

  （イ）救急自動車等の出動を要請する等の措置を講じた場合、救護班は、会

場地委員会内の会場を統括する部署に必要事項を報告する。 

（ウ）（イ）の報告を受けた会場を統括する部署は、予め定めた手順に従い、

会場地委員会内の各部署に必要事項を通知し、円滑な救急搬送が妨げら

れないよう措置を講じる。 

  カ 記録・報告等 

（ア）救護班は、必要に応じて（※）ＳＡＧＡ２０２４実行委員会（以下「県

実行委員会」という。）へ傷病者の報告を行う。また、医療機関に搬送し

た傷病者のその後の症状・経過を把握するよう努める。 

※県実行委員会への報告が想定される事案の例 

  ・医療機関への搬送（自主搬送含む） 

・熱中症、スズメバチ被害など１つの原因で複数の傷病者が発生 

・競技会場施設等の瑕疵により生じた傷病 
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  （イ）救護班は、当日の業務終了後、「取扱傷病者一覧表（参考様式第３号）」

を作成し、参考様式第１号とともに、会場地委員会内の会場を統括する

部署に提出する。 

（ウ）参考様式第１号及び搬送先医療機関が記載し会場地委員会事務局に

返送された結果報告書（参考様式第２号）については、全救護班員が閲

覧等を行えるようファイリングし、個人情報保護に十分配慮の上、適切

に保管する。 

キ 医療機関の確保等 

関係団体等と連携し、傷病者が円滑に医療機関を受診できるように、予

め医療機関に協力を要請する。また、会期に応じて、各会場の地域の休日

診療・救急当番一覧表を作成する。 

ク 業務実施マニュアルの作成及び研修の実施 

（ア）会場及び競技の特性を勘案し、競技団体と協議の上、救護班に従事す

る医師等や地元消防署等の助言・協力を得ながら、救護所の開設時間や

班員の従事シフト、救急搬送要請に係る会場地委員会内の役割分担や活

動情報の集約方法など、救護業務の具体的な進め方を定め、これを共有

するための業務実施マニュアルを作成する。 

（イ）作成した業務実施マニュアルをもとに、必要に応じて実施本部員及び

救護班員向けの研修を実施する。 

ケ 会場サイン等 

赤十字標章を使用する場合は、予め日本赤十字佐賀県支部の承諾を得

ることとし、県実行委員会を通じて必要な手続を行う。また、必要な場所

に救護所の案内板を設置する。 

（２）練習会場及び会場地委員会主催の大会関連イベント会場等 

練習会場及び大会関連イベント等においても、救護対策に万全を期すよ 

う努める。この場合において、救護業務の内容は、上記４（１）に準じて実 

施する。 

（３）宿泊施設における医療救護 

ア 宿泊施設の責任者に対する周知徹底 

選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者が宿泊施設で発

病・負傷した場合、最寄りの医療機関の紹介又は救急自動車の出動要請等

を行うとともに、速やかに会場地委員会に報告するよう、宿泊施設の責任

者に対して、周知徹底を図る。 

イ 搬送情報の把握 

傷病者が医療機関に搬送された場合、会場地委員会は宿泊施設の責任

者又は傷病者の関係者から、傷病者の住所・氏名・性別・年齢及び参加区
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分・傷病の発生時間・発生場所・発生原因及び現在の状況・搬送先の医療

機関及び搬送方法等必要な事項を確認する。 

 

５ 医療救護体制の周知 

  傷病発生時に患者への対応が適切に行われるよう、大会参加者や宿泊施設

等に対して、会場で負傷した際の手続や受診可能な医療機関の連絡先、宿泊施

設向けの傷病発生時の取扱いなどの必要な情報について、以下の方法等によ

り周知を行う。 

（１）リーフレット等の作成及び配布・掲示 

（２）会場地委員会等のホームページへの掲載 

 

６ 県実行委員会への報告 

  全競技終了後、参考様式第３号を競技会場ごとにとりまとめ、県実行委員会

に報告する。 

 

７ 関係機関との連携 

  会場地委員会は、医療救護業務の実施に当たり、県実行委員会と相互に連携

を図るとともに、医療機関、地元消防署、その他の関係機関等の協力を得て

業務を実施する。 

 

８ その他 

（１）この指針は、リハーサル大会における医療救護に準用するものとする。 

（２）この指針に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は、会

場地委員会が別に定める。 

（３）会場地委員会を組織していない市町にあっては、「会場地委員会」を「会

場地市町」に読み替える。 
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  参考様式第1号

発行番号 　Ｎｏ．

　 令和　　　年　　　月　　　日

　式典中・競技中・観戦中・移動中
　その他（　　 　　　　　　　）

参加区分
  選手 ・ 監督 ・ 役員 ・ 観客

  その他（　　　　　　　　）

 Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 　競技名（　　 　　　　　　　）

　　　年　　月　　日生　　歳 　会場名（　　　   　  　　　）

 都道府県名（　　　　　） 宿舎の名称

（TEL　　  －　　　－　  　　）

４　現病歴

５　既往歴

保険証所持の
有無

７　使用医薬品

有　　　　　・　　　　　無

１　傷病内容

　　胃腸障害、 感冒、 貧血、 頭痛、 熱中症、 疲労、 眼症、 耳症、　打撲、

　　捻挫、　骨折、 脱臼、 筋腱断裂、 挫創、 切創、 裂創、 歯牙の外傷、

２　受傷部位

　　その他

　

６　処置内容(処置時間：　　　時　　　分）

処置記録兼診療依頼書

傷
病
者
情
報

競技／会場

（TEL　　    　－　　　－　  　　）

住　所

連絡先

ふりがな

氏名

取扱救護所

付添者

発症場所 発行日時
午前・午後　　　時　　分頃

生年月日

他

同意欄（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○実行委員会

　本書を医療機関へ送付すること並びに搬送先医療機関から○○○○実行委員会に返送することについ
ては、個人情報の保護に万全を期すとともに国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の統計資料及び
保健所等が行う感染症や食中毒等の調査に利用すること以外には使用しないことを条件に承諾します。

　ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会において発症した上記の者に対する診療をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　　月　　　　日

９　搬送（　　有　・　無　　）　   救護所医師等氏名 　　　　　　　　　   .

応
　
急
　
手
　
当
　
の
　
内
　
容

３　発症（事故）原因

　移送先医療機関　担当医　様

会　長　　　○　○　○　○

８　備考

　　　体温（　　　　℃）、　血圧（　　　　／　　　　mmHg）、脈拍（　　　　　／回）

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女
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  参考様式第2号

【救護所で記載】

宛　先　：　○○○○実行委員会事務局               　

　　　医療救護担当者あて ＦＡＸ番号　○○○○－○○－○○○○

医療機関名 担当者

（所属）

住所 （氏名）

TEL FAX

搬送先医療機関診療結果報告書

取扱救護所 診療依頼書発行番号

　下記診療内容欄等に記入後、この用紙を、○○○○実行委員会事務局まで当日中にＦＡＸでご送付い
ただきますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診療医師名

発
　
　
信
　
　
者
　
　
名

※　ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。

TEL　○○○○－○○－○○○○　　           ○○○○実行委員会事務局

３　その他

診
　
　
　
療
　
　
　
内
　
　
　
容

１　傷病名

２　治療内容・使用医薬品
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参考様式第3号

競技名

会場名

　 　月 　 日（　　） 救護所・救護班

選手 監督 役員 観客 その他 計 選手 監督 役員 観客 その他 計

　　　　　　　　　　取扱傷病者一覧表　　　　　　　

区分
取扱傷病者数 医療機関搬送者の数

胃腸障害

感冒

貧血

頭痛

熱中症

疲労

眼症

耳症

打撲

捻挫

骨折

合 計

脱臼

筋腱断裂

(挫･切･裂)創

歯牙の外傷

その他
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報告事項⑮ 
 

 

アスリートメニュー作成方針 

 
１ 目的 

 この方針は、ＳＡＧＡ２０２４を契機として、アスリートの良好なコンディショ 

ンづくりを食事面からサポートする環境づくりを推進するため、ＳＡＧＡ２０２４ 

の宿泊・食事提供施設等をはじめ、県内のアスリート・ジュニアアスリートを「食」 

で支える層に普及していく「アスリートメニュー」の作成及び普及について、基本 

的な事項を定める。 

 

２ メニューの構成 

(1) 目安となる栄養基準量等 

   競技特性や時期に応じたメニューに展開するため、栄養基準量及び食品構成

等については、サッカーなどの持久＋瞬発系の競技を目安とし、その詳細につ

いては、別途作成する。 

(2) 作成するメニュー数 

作成するメニューの数は、おおむね次のとおりとする。 

なお、朝食・昼食・夕食の基本は 主食、主菜、副菜、乳製品、果物が揃っ

たバランスの取れたメニューとし、３食の食事で必要なエネルギーや栄養素が

摂取できない場合の栄養補給として、補食を取り入れることとする。 

 

セットメニュー 
単品 補食 

朝食 昼食 夕食 

７例 ７例 ７例 20 9 

 

(3) 競技特性等に応じた展開 

基本のセットメニューに単品メニューを追加、入れ替え、材料を変更、量の 

増減等の調整を行い、競技特性（「持久力系」「瞬発力・筋力系」「球技系」 

など）、時期別（「試合前調整期」、「試合当日」、「リカバリー期」など）、 

目的別（「増量/からだ作り」、「減量/ウェイトコントロール時」、「持久力 

向上」など）など、アスリートの状態にあわせて自由に選択できるようなメニ 

ューになるよう工夫する。 

 

３ 食材  

 食材については、県内で入手がしやすく、かつ、食材費も考慮の上、利用可能な 

ものを選定する。 

 なお、補食については、入手しやすさを考慮し、既製品も対象とする。 

 

４ 調理方法  

 肉類や魚介類は必ず加熱調理するなど、衛生管理に配慮する。また、一般家庭

での調理や宿泊・食事提供施設での大量調理も考慮し、特別な調理法や器具を使

わず、容易に調理できるものする。 

 

５ アスリートメニューの普及 

 アスリートメニューの普及を図るため、以下の普及活動を行う。 

（1） 普及対象 

 ア 大会の配宿想定施設を中心とした宿泊施設や飲食店、弁当調製施設等の食事

令和４年３月２日 第６回宿泊・医事・衛生専門委員会承認 
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提供施設 

 イ 学校関係、県内のアスリート、ジュニアアスリートとその保護者、指導者等

の関係者 

（2） 普及方法 

普及に当たっては、（１）の対象者に応じた効果的かつ効率的な普及ツール

や普及活動とする。 
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報告事項⑯ 

 

昼食弁当献立作成方針 

 
１ 目的 

 この方針は、ＳＡＧＡ２０２４に参加する選手・役員等の参加者に提供する昼食弁当

（県実行委員会担当分）の献立に関する基本的な事項を定める。 

 

２ 対象となる弁当区分 

 本方針の対象となる弁当の区分は、以下のとおりとする。 

（1）式典弁当（国民スポーツ大会の開会式、全国障害者スポーツ大会の開・閉会式） 

（2）全国障害者スポーツ大会の競技会弁当 

 

３ 献立内容 

（1）式典弁当については、別途作成するアスリートメニューの中から、弁当に適した

献立を中心とする。なお、複数の弁当調製施設で統一的な弁当を作成する必要がある 

ことから、県で献立、調理方法、盛付まで指定する。 

（2）全国障害者スポーツ大会の競技会弁当については、アスリートメニューの中から、

県で主菜を指定し、その他の副菜等については弁当調製施設において、アスリートメニ

ューの中から弁当に適したものを中心に作成するものとする。また、弁当以外に適当な

タイミングで栄養補給ができる補食セットの提供について検討する。 

  

４ 食材 

 食材については、ＳＡＧＡ２０２４の大会期間中に大量調達が容易で、かつ、食材費

も考慮の上、利用可能なものを選定する。なお、可能な範囲で県産品を活用する。 

 

５ 調理方法 

 肉類や魚介類は必ず加熱調理するなど、衛生管理を徹底する。 

また、複数の弁当調製施設での大量調理となることから、特殊な調理器具や極端に複

雑な調理工程でないこと等、設備・調理手順を考慮する。 

 

６ アレルギー 

 アレルギー物質を含む食品に起因する健康被害を未然に防止するため、食品表示法に

よるアレルギー表示の基準に沿った使用食材を表示する。 

 

７ 講習会の実施 

 弁当調製施設を対象とした衛生管理及びアスリートメニューに関する講習会を実施

し、ＳＡＧＡ２０２４の弁当調製施設の指定に当たっては、当該講習会の受講を条件の

一つとする。 
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